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第
百
六
十
六
宗
議
会

宗
務
総
長
挨
拶

増

田

修

誠

宗
務
総
長

新
緑
の
さ
わ
や
か
な
風
が
木
々
の
緑
を
渡
る
候
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様
に
は
法
務
御
多
忙
の
と
こ
ろ
御
出
席
を
賜
わ

り
心
か
ら
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

新
内
局
発
足
以
来
、
多
く
の
課
題
を
抱
え
、
前
内
局
の
方
針
を
し
っ
か
り
受
け
継
ぎ
、
検
討
・
確
認
を
加
え
、
信
頼

さ
れ
る
宗
政
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
内
政
を
整
え
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
る
と
考
え
、
一
歩
一
歩
皆

様
の
ご
理
解
・
ご
支
援
の
も
と
、
歩
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

今
年
の
報
恩
講
法
会
（
お
七
夜
）
は
、
温
か
な
日
に
恵
ま
れ
十
万
人
を
上
ま
わ
る
檀
信
徒
御
家
族
連
れ
の
参
詣
者
が

多
く
、
次
世
代
を
担
う
若
手
後
継
者
、
親
子
三
代
で
の
御
出
勤
も
あ
り
、
頼
も
し
く
感
じ
ら
れ
た
法
会
で
あ
り
ま
し

た
。昨

年
九
月
一
日
東
京
国
立
劇
場
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
「
声
明
公
演
」
は
、
一
四
〇
〇
名
を
超
え
、
法
主
殿
を
主

に
、
維
那
様
の
ご
指
導
と
知
堂
・
中
堅
・
若
手
後
継
者
が
研
修
を
重
ね
、
皆
様
の
感
動
の
中
、
厳
粛
な
公
演
で
終
え
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
ご
縁
が
新
潟
の
地
で
高
田
声
明
公
演
依
頼
を
受
け
、
新
潟
組
内
若
手
後
継
者
も
研
修
に
加
わ
り
、

四
月
十
四
日
新
潟
市
民
芸
術
文
化
会
館
に
て
、
五
〇
〇
名
を
超
え
る
皆
様
に
厳
か
な
高
田
声
明
公
演
が
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
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今
回
、
宗
祖
降
誕
会
法
会
、
第
十
八
世
円
遵
上
人
二
〇
〇
年
忌
・
第
二
十
一
世
堯
熙
上
人
一
〇
〇
年
忌
法
会
を
通

し
、
本
山
専
修
寺
声
明
公
演
の
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
九
〇
〇
名
を
上
回
る
多
く
の
御
住
職
皆

様
、
檀
信
徒
皆
様
と
共
に
「
高
田
報
恩
講
式
」
声
明
の
厳
粛
な
感
動
深
ま
る
法
会
へ
と
連
な
り
、
明
日
を
担
う
若
手
後

継
者
皆
様
の
た
ゆ
ま
ぬ
研
修
研
鑚
へ
合
掌
念
仏
の
声
が
響
き
わ
た
り
ま
し
た
。

今
後
一
層
の
声
明
研
鑚
研
修
、
各
仏
教
公
開
講
座
、
仏
教
文
化
講
座
、
後
継
者
研
修
、
檀
信
徒
研
修
へ
と
つ
な
ぎ
、

講
師
皆
様
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
今
年
も
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
配
信
を
進
め
、
本
山
・
別
院
・
寺
院
へ
の
情
報
発
信
ネ
ッ
ト

化
の
構
築
へ
と
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

二
〇
二
三
年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
、
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
忌
、
中
興
真
慧
上
人
五
〇
〇
年
忌
、
立

教
開
宗
八
〇
〇
年
の
『
特
別
法
要
』
を
迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
当
り
、
「
特
別
法
要
」
新
事
務
局
を
開
設
し
、
一
段

と
各
行
事
、
法
会
へ
の
取
り
組
み
の
ス
ピ
ー
ド
を
速
め
て
参
り
た
く
、
御
承
認
を
賜
り
た
く
謹
ん
で
お
願
い
を
申
し
上

げ
ま
す
。

本
山
専
修
寺
、
高
田
寺
院
の
法
灯
を
絶
す
こ
と
な
く
、
先
達
の
思
い
願
い
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
時
代
を
見
据

え
、
幼
児
・
子
ど
も
・
若
者
へ
の
ご
縁
づ
く
り
、
父
母
・
祖
父
母
へ
の
ご
勝
縁
づ
く
り
へ
と
特
別
法
要
の
円
成
に
向
け

て
最
善
の
努
力
を
尽
く
し
て
参
り
た
く
皆
様
の
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
御
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

「
宝
物
館
建
設
推
進
」
は
、
先
の
議
会
に
お
き
ま
し
て
報
告
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
直
筆
を
含

む
数
百
点
に
お
よ
ぶ
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
聖
教
・
文
書
・
絵
画
・
仏
像
は
「
唯
一
無
二
」
の
法
宝
物
そ
の
も
の
で
あ

り
ま
す
。
現
宝
物
館
は
老
朽
化
が
進
み
、
設
備
面
も
貧
弱
で
あ
り
、
建
て
替
え
は
高
田
寺
院
・
檀
信
徒
の
切
望
で
あ
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り
、
後
世
に
し
っ
か
り
受
け
継
ぎ
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
宝
物
館
建
設
事
業
で
あ
り
、
審
議
を
い
た
だ
き
承

認
を
賜
り
ま
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

前
宝
物
館
建
設
の
図
面
を
受
け
、
建
設
推
進
委
員
会
、
法
主
殿
、
関
係
各
位
、
専
門
各
位
、
臨
時
常
任
委
員
会
、
総

代
会
各
会
議
に
て
検
討
審
議
を
い
た
だ
き
、
『
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
出
会
う
宝
物
館
』
と
し
て
、
宝
物
展
示
は
、
見
せ

る
展
示
か
ら
伝
え
る
展
示
へ
、
時
代
に
即
し
映
像
に
よ
り
誰
も
が
内
容
を
理
解
で
き
る
、
体
験
で
き
る
展
示
方
法
、
拝

観
方
法
を
考
え
、
「
聖
人
の
教
え
に
出
会
う
宝
物
館
」
と
し
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
動
線
を
見
据
え
た
宝
物
館
と
し
て
御
報

告
を
申
し
上
げ
、
審
議
を
賜
り
ま
す
よ
う
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

「
明
日
香
坊
官
屋
敷
」
は
、
専
修
寺
門
前
の
歴
史
的
建
造
物
で
あ
り
、
寺
内
町
の
景
観
を
保
つ
も
の
で
あ
り
、
現
存

す
る
坊
官
屋
敷
と
し
て
重
要
な
建
物
で
あ
り
、
先
の
宗
議
会
に
て
、
建
物
外
部
面
の
修
復
完
成
に
と
ど
め
、
案
内
板
設

置
に
て
承
認
を
賜
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
別
紙
１
期
修
復
現
状
の
資
料
写
真
で
示
す
立
柱
及
び
各
柱
の

腐
食
等
が
ひ
ど
く
、
耐
震
安
全
上
の
問
題
も
あ
り
、
専
門
家
の
意
見
を
聞
き
、
更
に
、
今
後
の
坊
官
屋
敷
の
将
来
的
有

効
活
用
、
使
用
目
的
を
検
討
し
、
臨
時
常
任
委
員
会
に
て
意
見
を
賜
り
、
内
部
施
設
は
、
宝
物
館
宝
物
に
展
示
出
来
な

い
、
歴
史
的
貴
重
な
物
・
品
等
々
の
掲
示
・
展
示
・
体
験
を
踏
ま
え
、
宝
物
館
と
展
示
関
連
し
た
坊
官
屋
敷
と
し
て
考

え
た
く
、
建
物
外
部
面
の
復
元
工
事
を
進
め
て
参
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

二
〇
二
三
年
『
特
別
法
要
』

宗
祖
親
鸞
聖
人
が
ご
生
涯
を
か
け
、
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
い
た
念
仏
の
教
え
を
聞

き
、
御
遺
徳
を
忍
び
、
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
感
謝
さ
せ
て
い
た
だ
く
法
会
へ
と
、
重
ね
て
皆
様
の
御
支
援

御
理
解
を
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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宗

達

宗

達

第
一
一
二
八
号

法
主
殿
来
る
令
和
元
年
六
月
九
日
午
後
一
時
よ
り
真
宗
高
田
派
専
修
寺
京
都
別
院
一
光
三
尊
佛
御
開
扉
法
会
に
御
親
修
御
親
教

相
成
る令

和
元
年
五
月
十
四
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
一
二
九
号

前
法
主
殿
来
る
令
和
元
年
六
月
十
九
日
午
前
十
一
時
よ
り
福
井
市
折
立
町

稱
名
寺
前
住
職
納
骨
に
あ
た
り
御
直
香
相
成
る

令
和
元
年
五
月
十
二
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印
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宗

告

宗

告

第
一
〇
六
九
号

来
る
令
和
元
年
八
月
一
日
よ
り
同
五
日
ま
で
第
九
十
三
回
佛
教
文
化
講
座
を
開
講
す
る

令
和
元
年
五
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

真

置

和

徳

宗

告

第
一
〇
七
〇
号

来
る
令
和
元
年
八
月
十
四
日
よ
り
同
十
六
日
ま
で
歓
喜
会
執
行
相
成
る

令
和
元
年
五
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

真

置

和

徳
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任

免

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

福
井
別
院
責
任
役
員

稲
木

義
幸

福
井
別
院
総
代

加
藤

智
性

福
井
別
院
総
代

林

修
一

福
井
別
院
佑
事

畑

和
光

福
井
別
院
世
話
方

濱
中

忠
義

福
井
別
院
世
話
方

小
川

邦
彦

福
井
別
院
世
話
方

木
村

市
雄

福
井
別
院
世
話
方

山
本

清

福
井
別
院
世
話
方

寺
下

正
雄

福
井
別
院
世
話
方

笠
松
栄
一
郎

福
井
別
院
世
話
方

高
間

雪
雄

福
井
別
院
会
計
監
査

木
村

和
夫

令
和
元
年
六
月
一
日

知
堂
を
命
ず
る

知
堂
見
習
い

眞
弓

俊
光

補

福
井
別
院
輪
番

松
樹
院
住
職

松
樹

翠
如

依
請
解
其
職

福
井
別
院
輪
番

佐
々
木
真
修

任

福
井
別
院
副
輪
番

圓
光
寺
住
職

徳
照

慶
壽

依
請
解
其
職

福
井
別
院
副
輪
番

出
見

隆
文

福
井
別
院
責
任
役
員
を
委
嘱
す
る

聖
徳
寺

水
戸
守

勉

松
樹
院

鰐
渕

堅
造

福
井
別
院
理
財
員
を
委
嘱
す
る

聖
徳
寺

内
田
伊
佐
夫

福
井
別
院
総
代
を
命
ず
る

勝
光
寺
住
職

佐
々
木
俊
英

福
井
別
院
総
代
を
委
嘱
す
る

聖
徳
寺

水
口

尊

松
樹
院

西
端

勲

福
井
別
院
佑
事
を
命
ず
る

寳
幢
寺
住
職

佐
々
本

秀

福
井
別
院
承
事
を
命
ず
る

本
流
院
衆
徒

陶
山

善
晴

光
照
寺
衆
徒

宮
﨑

浄
忍

福
井
別
院
法
務
員
を
命
ず
る

願
教
寺
衆
徒

山
田

登
信
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福
井
別
院
役
事
を
命
ず
る

願
教
寺
衆
徒

奥

高
仁

寳
幢
寺
衆
徒

小
林

義
博

法
光
寺
衆
徒

山
下

光
了

願
教
寺
衆
徒

山
本

宏
弘

福
井
別
院
世
話
方
を
委
嘱
す
る

稱
名
寺

近
藤

輝
夫

聖
徳
寺

尾
崎

専
一

西
光
寺

坪
田

昌
典

松
樹
院

八
木

仁
司

松
樹
院

笹
原

徳
行

本
流
院

西
出
ミ
チ
コ

松
樹
院

牧
野

富
夫

勝
髪
寺

佐
々
木
雅
子

福
井
別
院
会
計
監
査
を
委
嘱
す
る

専
福
寺

本
田

明
人

松
樹
院

松
浦

廣

組
長
交
代

平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日

依
請
解
其
職

福
井
第
二
組
組
長

加
藤

智
性

令
和
元
年
五
月
一
日

福
井
第
二
組
組
長
を
命
ず
る

榮
照
寺
住
職

藤
原

法
壽

依
請
解
其
職

福
井
第
一
組
組
長

佐
々
木
俊
英

福
井
第
一
組
組
長
を
命
ず
る

信
行
寺
住
職

波
夛
野
俊
香

令
和
元
年
五
月
二
十
五
日

依
請
解
其
職

愛
知
第
四
組
組
長

三
井

蓮
孝

令
和
元
年
五
月
二
十
六
日

愛
知
第
四
組
組
長
を
命
ず
る

常
照
寺
住
職

亮

嚴
弘

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

大
阪
組
組
長

平
田

教
信
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八
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令
和
元
年
六
月
一
日

大
阪
組
組
長
を
命
ず
る

光
善
寺
住
職

佐
藤

信
敬

教

師

令
和
元
年
五
月
五
日

任

教

師

圓
照
寺
衆
徒

久
野

俊
晨

任

教

師

来
教
寺
衆
徒

津
賀

開
導

任

教

師

善
教
寺
衆
徒

鷲
﨑

妙
栄

任

教

師

大
蓮
寺
衆
徒

土
岐

妙
裕

任

教

師

顕
正
寺
衆
徒

眞
弓

俊
光

任

教

師

欣
念
寺
衆
徒

田
中

光
明

任

教

師

壽
福
院
衆
徒

眞
岡

妙
祥

任

教

師

壽
福
院
衆
徒

眞
岡

妙
泉

任

教

師

正
法
寺
衆
徒

谷
口

妙
翠

任

教

師

満
流
寺
衆
徒

笠
井

珠
光

任

教

師

常
教
寺
衆
徒

野
村

涼
成

任

教

師

要
願
寺
衆
徒

丹
羽

英
顕

任

教

師

勝
林
寺
衆
徒

武
田

真
也

任

教

師

遍
照
寺
衆
徒

白
井

智
瑛

任

教

師

光
明
寺
衆
徒

冨
張

真
澄

任

教

師

専
光
寺
衆
徒

蒲
池

龍
樹

学

階

令
和
元
年
五
月
五
日

授

証

義

武
田

真
也

授

助

教

髙
藤

妙
恵

授

助

教

稲
森

信
空

授

助

教

里
見

妙
智

授

助

教

友
松

順
真

僧

階

令
和
元
年

五
月
五
日

授

大

律

師

久
野

俊
晨

授

律

師

津
賀

開
導

授

律

師

鷲
﨑

妙
栄

授

律

師

土
岐

妙
裕

授

律

師

眞
弓

俊
光

授

律

師

田
中

光
明

授

大

律

師

眞
岡

妙
祥

授

大

律

師

眞
岡

妙
泉



九 九

九
頁

授

律

師

谷
口

妙
翠

授

律

師

笠
井

珠
光

授

大

律

師

野
村

涼
成

授

律

師

丹
羽

英
顕

授

権
中
僧
都

武
田

真
也

授

律

師

白
井

智
瑛

授

律

師

冨
張

真
澄

授

律

師

蒲
池

龍
樹

離

派

東
京
都
町
田
市
真
光
寺
町
三
三
七
番
地
一
六

常
照
寺

平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
付
に
て
包
括
関
係
を
廃
止
し
た

還

俗

平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日

東
京
都
町
田
市
真
光
寺
町

常
照
寺
前
住
職

坂
本

清
和

常
照
寺
衆
徒

坂
本

義
光

常
照
寺
衆
徒

島
田

一
實

常
照
寺
衆
徒

田
澤

鋼
徳

常
照
寺
衆
徒

山
本

洋
恵

常
照
寺
衆
徒

奥
野

光
雅

常
照
寺
衆
徒

茂
木

善
祐

常
照
寺
衆
徒

白
木

勇
哲

平
成
三
十
一
年
四
月
十
七
日

三
重
県
津
市
戸
木
町

西
向
寺
衆
徒


瀬

浄
慧

西
向
寺
衆
徒


瀬

妙
希

転

属

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

三
重
県
鈴
鹿
市
稲
生

成
泉
寺
に
転
属
を
許
可
す
る

東
京
都
大
田
区
西
六
郷

関
東
別
院
衆
徒

松
村

勉
聖



一
〇

一
〇

一
〇
頁

特
許
法
衣

令
和
元
年
五
月
十
四
日

一
、
桜
重
色
撚
金
紋
五
条
袈
裟
着
用
を
許
可
す
る

正
覚
寺
住
職

松
原

俊
幸

褒

賞

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

本
山
褒
賞

浄
福
寺
住
職

鈴
木

紀
生

常
超
院
住
職

藤
源

清
光

妙
法
寺
住
職

井
上

義
正

祖
師
寿
賞

西
信
寺
住
職

末
崎

教
了

積
善
寺
住
職

大
竹

宣
誠

正
因
寺
住
職

鷲
尾

恵
門

常
照
寺
住
職

亮

嚴
弘

光
輪
寺
前
住
職

中
村

宜
興

見
潮
寺
前
住
職

西
居

了
心

正
運
寺
前
住
職

三
輪

文
雄

西
光
寺
前
住
職

都
築

尭
寛

安
照
寺
衆
徒

君
島

祥
覺

泰
澄
寺
衆
徒

佐
藤

慈
弘

本
山
表
彰

善
性
寺
住
職

藤
喜

昂
教

正
全
寺
住
職

藤

了
雄

宝
林
寺
住
職

林

真
栄

光
圓
寺
住
職

望
月

光
演

信
光
寺
住
職

分
部

守
円

西
光
寺
前
坊
守

山
本

厚
子

等
覚
寺
前
坊
守

谿
花
早
代
子

願
誠
寺
前
坊
守

鳴
海
紀
代
子

西
願
寺
前
坊
守

上
原

光
子

住
職
在
職
五
十
年

一
乗
寺
住
職

市
橋

玄
爾

（
裹
頭
授
与
）

円
忠
寺
住
職

暮
澤

三
生

正
業
寺
住
職

松
川

慶
樹

専
誠
寺
住
職

増
田

修
誠



一
一

一
一

一
一
頁

布
教
任
命

第
二
十
三
世
堯
祺
上
人
御
正
当

五
・
六

逮
夜

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

五
・
七

晨
朝

権
大
僧
都

東
雲

正
乗

日
中
兼
逮
夜

権
中
僧
都

中
村

宜
成

五
・
八

晨
朝

権
中
僧
都

藤
田

正
知

日
中

少

僧

都

千
草

篤
昭

親
鸞
聖
人
降
誕
会

五
・
二
一

日
中

権
大
僧
都

真
昌

智
海

圓
遵
上
人
二
百
年
忌

堯
熙
上
人

百
年
忌

五
・
二
一

逮
夜

律

師

安
藤

純
海

五
・
二
二

晨
朝

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

五
・
二
二

日
中
兼
逮
夜

少

僧

都

花
山

光
瑞

五
・
二
三

晨
朝

少

僧

都

長
谷
部
行
雄

五
・
二
三

日
中

律

師

大
河
戸
悟
道

五
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

五
・
一

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

五
・
二

少

僧

都

岡

知
道

五
・
三

権
少
僧
都

真
置

信
海

五
・
四

権
中
僧
都

田
中

明
誠

五
・
五

中

僧

都

佐
藤

弘
道

五
・
六

律

師

隆

妙


五
・
九

権
中
僧
都

中
村

宜
成

五
・
一
〇

権
中
僧
都

田
中

明
誠

五
・
一
一

権
中
僧
都

安
藤

章
仁

五
・
一
二

大

僧

都

上
田

隆
順

五
・
一
三

大

律

師

北
畠

大
道

五
・
一
四

中

僧

都

戸
田

惠
信

五
・
一
五

少

僧

都

山
中

真
諭

五
・
一
六

律

師

古
芝

智
泉

五
・
一
七

律

師

隆

妙


五
・
一
八

律

師

北
畠

心
淳

五
・
一
九

大

僧

都

上
田

隆
順

五
・
二
〇

中

僧

都

青
木

義
成

五
・
二
一

少

僧

都

山
中

真
諭

五
・
二
四

律

師

水
沼

碧
水

五
・
二
五

律

師

田
中

唯
聴



一
二

一
二

一
二
頁

五
・
二
六

律

師

若
林

妙
百

五
・
二
七
、
二
八

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

五
・
二
九

権
少
僧
都

真
置

信
海

五
・
三
〇

少

僧

都

上
田

英
典

五
・
三
一

権
中
僧
都

田
中

明
誠

五
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
逮
夜
・
日
中
）

五
・
九

逮
夜

権
少
僧
都

高
藤

英
光

五
・
一
〇

日
中

権
少
僧
都

高
藤

英
光

五
・
一
五

逮
夜

少

僧

都

山
中

真
諭

五
・
一
六

日
中

中

僧

都

青
木

義
成

六
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

六
・
一

権
中
僧
都

村
上

英
俊

六
・
二

大

僧

都

上
田

隆
順

六
・
三

権
中
僧
都

田
中

明
誠

六
・
四

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

六
・
五

律

師

隆

妙


六
・
六

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

六
・
七

権
中
僧
都

藤
田

正
知

六
・
八

律

師

若
林

妙
百

六
・
九

中

僧

都

青
木

義
成

六
・
一
〇

中

僧

都

戸
田

惠
信

六
・
一
一

少

僧

都

岡

知
道

六
・
一
二

律

師

北
畠

心
淳

六
・
一
三

大

律

師

北
畠

大
道

六
・
一
四
、
一
五

権
中
僧
都

田
中

明
誠

六
・
一
六

中

僧

都

佐
藤

弘
道

六
・
一
七

権
少
僧
都

真
置

信
海

六
・
一
八

少

僧

都

山
中

真
諭

六
・
一
九

権
中
僧
都

中
村

宜
成

六
・
二
〇

権
中
僧
都

安
藤

章
仁

六
・
二
一

律

師

隆

妙


六
・
二
二

律

師

田
中

唯
聴

六
・
二
三

権
少
僧
都

真
置

信
海

六
・
二
四

律

師

水
沼

碧
水

六
・
二
五

少

僧

都

山
中

真
諭

六
・
二
六
、
二
七

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

六
・
二
八

少

僧

都

上
田

英
典

六
・
二
九

律

師

山
中

久
行

六
・
三
〇

大

律

師

髙
島

光
憲

六
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
日
中
）

六
・
七

逮
夜

権
少
僧
都

高
藤

英
光



一
三

一
三

一
三
頁

六
・
八

日
中

権
少
僧
都

高
藤

英
光

六
・
九

逮
夜

中

僧

都

青
木

義
成

六
・
一
〇

日
中

中

僧

都

青
木

義
成

六
・
一
五

逮
夜

大

律

師

北
畠

大
道

六
・
一
六

日
中

中

僧

都

青
木

義
成

高
田
慈
光
院

月
例
法
会

五
・
一
〇
、
一
六
、
二
六

権
中
僧
都

田
中

明
誠

六
・
一
〇
、
一
六
、
二
六

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

報
徳
園

月
例
法
会

五
・
一
五

少

僧

都

山
中

真
諭

六
・
一
五

権
中
僧
都

田
中

明
誠

敬

弔

次
の
方
々
が
御
往
生
な
さ
い
ま
し
た
。
謹
ん
で
敬
弔
の
意
を
表
し
ま
す
。

平
成
三
十
一
年

四
・
三
十

福
井
県
福
井
市
折
立
町稱

名
寺
前
住
職

佐
々
木
實
凌

贈

権
少
僧
正

令
和
元
年

五
・
四

愛
知
県
岡
崎
市
才
栗
町
字
西
外
戸

聖
洞
寺
前
々
坊
守

島

信
子



一
四

一
四

第
1
6
6
宗

議
会

報
告

去
る
５
月
２
8
日
か
ら
５
月
３
0
日
の
３
日
間
に
わ
た
り
第
１
６
６
宗
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
第
１
日
目
、
午
前
９
時
５
０
分
に
出
席
議
員
が

両
御

堂
を

参
拝

し
た

。
そ

の
後

宗
務

院
２

階
の

第
１

会
議

室
に

お
い

て
開

会
式

が
行

わ
れ

た
。

法
主

殿
の

ご
臨

席
を

仰
ぎ

お
言

葉
を

拝
し

、

大
西

議
長

が
奉

答
申

し
上

げ
た

。

本
会

議
に

入
り

、
は

じ
め

に
生

桑
議

会
運

営
委

員
長

よ
り

本
会

議
を

３
日

間
と

し
、

日
程

の
報

告
が

あ
っ

た
。

議
員

協
議

会
を

挿
ん

で
、

押
小

路
事

務
局

長
よ

り
常

任
委

員
会

の
報

告
が

あ
っ

た
。

そ
の

後
、

「
令

和
元

年
度

真
宗

高
田

派
歳

入
歳

出
予

算
」

等
を

慎
重

審
議

の
上

、

上
程

さ
れ

て
い

る
7
議

案
及

び
承

認
事

項
が

可
決

さ
れ

た
。

可
決

議
案

及
び

承
認

事
項

、
報

告
事

項
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。



一
五

一
五

第
1
6
6
　
宗
議
会
議
案

議
案
第
１
号
　
令
和
元
年
度
　
真
宗
高
田
派
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
２
号
　
令
和
元
年
度
　
専
修
寺
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
３
号
　
令
和
元
年
度
　
真
宗
高
田
派
共
済
会
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
４
号
　
令
和
元
年
度
　
高
田
派
法
主
褒
賞
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
５
号
　
令
和
元
年
度
　
専
修
寺
聖
教
保
存
修
理
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
６
号
　
令
和
元
年
度
　
宝
物
館
建
設
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
７
号
　
「
真
宗
高
田
派
宗
規
程
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

承
認
事
項

　
１
、
特
別
法
要
厳
修
事
務
局
の
立
上
げ
の
件
に
つ
い
て

　
２
、
直
属
寺
院
の
管
理
に
つ
い
て

　
３
、
宝
物
館
建
設
設
計
変
更
の
件
に
つ
い
て

　
４
、
明
日
香
坊
官
屋
敷
に
つ
い
て

　
上
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。

　
　
　
　
令
和
元
年
５
月
2
8
日

宗
務
総
長
　
大

僧
都
　
増
　
田
　
修
　
誠
　
　
　

総
　
　
務
　
中

僧
都
　
藤
　
谷
　
知
　
良
　
　
　

総
　
　
務
　
中

僧
都
　
真
　
置
　
和
　
徳
　
　
　



一
六

一
六

令
和
元
年
度
　
高
田
派
歳
入
歳
出
予
算

歳
入

の
部

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

元
年

度
予

算
額

3
0
年

度
予

算
額

3
0
年
度
決
算
見
込

1
. 

宗
教

活
動

収
入

［
�

1
3
3
,7
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
3
6
,2
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
3
3
,2
3
0
,0
0
0
］

1
. 

冥
加

金
（
�

1
2
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
6
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
4
,4
4
0
,0
0
0
）

1
. 

僧
侶

冥
加

金
5
,8
0
0
,0
0
0

5
,8
0
0
,0
0
0

5
,9
0
0
,0
0
0

2
.�

そ
の

他
冥

加
金

2
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

2
,8
7
0
,0
0
0

3
. 

礼
録

金
5
,0
0
0
,0
0
0

9
,0
0
0
,0
0
0

5
,6
7
0
,0
0
0

2
.�

懇
志

金
（
�

2
5
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
3
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
5
,4
5
0
,0
0
0
）

1
. 

報
恩

講
懇

志
金

1
3
,5
0
0
,0
0
0

1
3
,5
0
0
,0
0
0

1
3
,8
0
0
,0
0
0

2
.�

報
恩

講
賽

銭
3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

2
,6
5
0
,0
0
0

3
. 

諸
法

要
懇

志
金

5
,0
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0
,0
0
0

4
,9
0
0
,0
0
0

4
.�

団
参

懇
志

金
4
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

4
,1
0
0
,0
0
0

3
. 

義
納

金
（
�

8
2
,4
0
0
,0
0
0
）
（
�

8
2
,4
0
0
,0
0
0
）
（
�

8
0
,5
6
0
,0
0
0
）

1
. 

寺
院

賦
課

金
8
2
,0
0
0
,0
0
0

8
2
,0
0
0
,0
0
0

8
0
,2
0
0
,0
0
0

自
　

１
.６

.１
至

　
２

.５
.3
1

（
単
位
　
円
）

議
案
第
１
号



一
七

一
七

2
.�

過
年

度
収

入
4
0
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

3
6
0
,0
0
0

4
.�

刊
行

物
収

入
（
�

1
3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
3
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
2
,7
8
0
,0
0
0
）

1
.  

刊
行

物
収

入
1
3
,0
0
0
,0
0
0

1
3
,5
0
0
,0
0
0

1
2
,7
8
0
,0
0
0

2
.�

資
産

管
理

収
入

［
�

1
,9
5
0
,0
0
0
］
［
�

4
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,9
5
0
,0
0
0
］

1
. 

資
産

運
用

収
入

（
�

1
,9
5
0
,0
0
0
）
（
�

4
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,9
5
0
,0
0
0
）

1
. 

諸
利

子
1
,9
5
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

1
,9
5
0
,0
0
0

3
. 

雑
収

入
［
�

1
1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
0
,0
0
0
,0
0
0
］

1
. 

雑
収

入
（
�

1
1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
0
,0
0
0
,0
0
0
）

1
. 

雑
収

入
1
1
,0
0
0
,0
0
0

1
1
,0
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0
,0
0
0

4
.�

特
定

預
金

取
崩

収
入

［
�

4
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

6
5
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

6
5
,0
0
0
,0
0
0
］

1
. 

引
当

金
取

崩
収

入
（
�

4
0
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

6
5
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

6
5
,0
0
0
,0
0
0
）

1
. 

引
当

金
取

崩
収

入
4
0
,0
0
0
,0
0
0

6
5
,0
0
0
,0
0
0

6
5
,0
0
0
,0
0
0

5
. 

繰
入

金
収

入
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］

1
. 

繰
入

金
収

入
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）

1
. 

専
修

寺
回

金
1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

6
.�

前
年

度
繰

越
収

支
差

額
［
�

2
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

5
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］



一
八

一
八

前
年

度
繰

越
収

支
差

額
（
�

2
0
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

5
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

前
年

度
繰

越
収

支
差

額
2
0
,0
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0
,0
0
0

0

合
計

2
0
7
,6
5
0
,0
0
0

2
1
8
,6
0
0
,0
0
0

2
2
1
,1
8
0
,0
0
0



一
九

一
九

歳
出
の
部

科
　

　
　

　
　

　
　

目
元

年
度

予
算

額
3
0
年

度
予

算
額

3
0
年
度
決
算
見
込

1
.

宗
教

活
動

支
出

［
�

1
4
2
,4
7
0
,0
0
0
］
［
�

1
4
8
,4
9
0
,0
0
0
］
［
�

1
4
4
,3
4
4
,0
0
0
］

1
.

宗
教

活
動

費
（
�

8
3
,6
8
0
,0
0
0
）
（
�

9
1
,1
8
0
,0
0
0
）
（
�

9
0
,0
5
0
,0
0
0
）

1
.

報
恩

講
費

1
5
,0
0
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0
,0
0
0

1
5
,7
0
0
,0
0
0

2
.

諸
法

会
費

5
,0
0
0
,0
0
0

7
,0
0
0
,0
0
0

3
,3
5
0
,0
0
0

3
.

講
社

補
助

費
8
,0
0
0
,0
0
0

8
,0
0
0
,0
0
0

6
,5
5
0
,0
0
0

4
.

旅
費

4
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

4
,7
0
0
,0
0
0

5
.

都
市

開
教

費
0

0
0

6
.

扱
費

5
0
0
,0
0
0

5
0
0
,0
0
0

2
5
0
,0
0
0

7
.

宗
務

総
長

交
際

費
8
0
0
,0
0
0

8
0
0
,0
0
0

9
0
0
,0
0
0

8
.

山
内

清
掃

費
2
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

2
,1
5
0
,0
0
0

9
.

諸
会

議
費

2
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
0
.

事
務

費
1
,9
0
0
,0
0
0

1
,9
0
0
,0
0
0

1
,7
0
0
,0
0
0

1
1
.

褒
賞

費
1
,4
0
0
,0
0
0

1
,4
0
0
,0
0
0

1
,2
0
0
,0
0
0

1
2
.

団
参

扱
費

1
,2
0
0
,0
0
0

1
,2
0
0
,0
0
0

7
3
0
,0
0
0



二
〇

二
〇

1
3
.

広
報

事
業

費
2
5
,0
0
0
,0
0
0

2
7
,0
0
0
,0
0
0

2
6
,4
0
0
,0
0
0

1
4
.

調
度

費
4
8
0
,0
0
0

4
8
0
,0
0
0

3
5
0
,0
0
0

1
5
.

出
版

費
3
,0
0
0
,0
0
0

1
1
,0
0
0
,0
0
0

1
0
,9
0
0
,0
0
0

1
6
.

負
担

金
1
,4
0
0
,0
0
0

1
,4
0
0
,0
0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

1
7
.

修
繕

費
2
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

1
,4
0
0
,0
0
0

1
8
.

刊
行

物
購

入
費

1
0
,0
0
0
,0
0
0

7
,5
0
0
,0
0
0

1
1
,6
7
0
,0
0
0

2
.

宗
議

会
費

（
�

3
,9
6
0
,0
0
0
）
（
�

3
,9
6
0
,0
0
0
）
（
�

3
,3
2
0
,0
0
0
）

1
.

議
員

手
当

旅
費

2
,8
0
0
,0
0
0

2
,8
0
0
,0
0
0

2
,3
0
0
,0
0
0

2
.

議
長

交
際

費
1
9
0
,0
0
0

1
9
0
,0
0
0

1
4
0
,0
0
0

3
.

議
会

事
務

局
費

1
9
0
,0
0
0

1
9
0
,0
0
0

1
3
0
,0
0
0

4
.

議
会

運
営

費
7
8
0
,0
0
0

7
8
0
,0
0
0

7
5
0
,0
0
0

3
.

監
正

局
費

（
�

3
8
0
,0
0
0
）
（
�

3
8
0
,0
0
0
）
（
�

2
5
0
,0
0
0
）

1
.

監
正

局
会

議
費

2
9
0
,0
0
0

2
9
0
,0
0
0

2
5
0
,0
0
0

2
.

監
正

局
長

交
際

費
9
0
,0
0
0

9
0
,0
0
0

0

4
.

教
学

費
（
�

2
0
,5
8
0
,0
0
0
）
（
�

2
1
,4
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
8
,1
6
0
,0
0
0
）

1
.

教
学

研
究

費
1
,6
0
0
,0
0
0

1
,6
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0



二
一

二
一

2
.

教
学

布
教

費
5
,1
1
0
,0
0
0

5
,4
1
0
,0
0
0

4
,5
5
0
,0
0
0

3
.

出
版

広
報

費
3
,6
0
0
,0
0
0

3
,8
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

4
.

教
学

各
種

団
体

費
2
,4
0
0
,0
0
0

2
,4
0
0
,0
0
0

2
,2
0
0
,0
0
0

5
.

婦
人

坊
守

教
化

費
3
,4
5
0
,0
0
0

3
,6
5
0
,0
0
0

3
,4
5
0
,0
0
0

6
.

青
少

年
教

化
費

3
,1
2
0
,0
0
0

3
,3
4
0
,0
0
0

3
,2
0
0
,0
0
0

7
.

檀
信

徒
教

化
費

1
,3
0
0
,0
0
0

1
,2
0
0
,0
0
0

7
6
0
,0
0
0

5
.

教
学

院
運

営
費

（
�

6
,9
7
0
,0
0
0
）
（
�

6
,9
7
0
,0
0
0
）
（
�

6
,7
3
0
,0
0
0
）

1
.

教
学

研
究

費
費

2
,3
4
0
,0
0
0

2
,3
4
0
,0
0
0

2
,2
0
0
,0
0
0

2
.

調
度

費
8
0
0
,0
0
0

8
0
0
,0
0
0

7
0
0
,0
0
0

3
.

諸
会

議
費

3
,8
3
0
,0
0
0

3
,8
3
0
,0
0
0

3
,8
3
0
,0
0
0

6
.

補
助

金
支

出
（
�

1
2
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

9
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

9
,8
0
0
,0
0
0
）

1
.

高
田

学
苑

補
助

金
1
,1
0
0
,0
0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

2
.

高
田

幼
稚

園
補

助
金

7
0
0
,0
0
0

7
0
0
,0
0
0

7
0
0
,0
0
0

3
.

本
寺

崇
敬

費
8
,0
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0
,0
0
0

4
.

高
田

会
館

補
助

金
3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

7
.

管
理

費
（
�

1
2
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
1
,6
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
4
,4
6
0
,0
0
0
）



二
二

二
二

1
.

消
耗

品
費

1
,7
0
0
,0
0
0

1
,7
0
0
,0
0
0

1
,8
0
0
,0
0
0

2
.

リ
ー

ス
料

1
0
0
,0
0
0

1
,7
0
0
,0
0
0

7
0
,0
0
0

3
.

通
信

印
刷

費
4
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

5
,7
7
0
,0
0
0

4
.

水
道

光
熱

管
理

費
5
,3
0
0
,0
0
0

5
,3
0
0
,0
0
0

4
,6
0
0
,0
0
0

5
.

諸
雑

費
9
0
0
,0
0
0

9
0
0
,0
0
0

2
,2
2
0
,0
0
0

8
.

公
租

公
課

（
�

2
,1
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,2
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,5
7
4
,0
0
0
）

1
.

法
人

税
1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

7
2
,0
0
0

2
.

消
費

税
5
0
0
,0
0
0

5
0
0
,0
0
0

4
8
2
,0
0
0

3
.

固
定

資
産

税
1
,5
0
0
,0
0
0

2
,6
0
0
,0
0
0

1
,0
2
0
,0
0
0

2
.

人
件

費
［
�

5
8
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

5
8
,5
0
0
,0
0
0
］
［
�

5
7
,6
5
0
,0
0
0
］

1
.

給
料

手
当

（
�

5
8
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

5
8
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

5
7
,6
5
0
,0
0
0
）

1
.

諸
給

与
4
9
,5
0
0
,0
0
0

4
8
,0
0
0
,0
0
0

4
9
,5
0
0
,0
0
0

2
.

日
直

宿
直

費
1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

3
.

通
勤

補
助

費
1
,5
0
0
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,5
5
0
,0
0
0

4
.

福
利

厚
生

費
6
,0
0
0
,0
0
0

8
,0
0
0
,0
0
0

5
,6
0
0
,0
0
0

3
.

繰
入

金
支

出
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］



二
三

二
三

1
.

繰
入

金
支

出
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）

1
.

高
田

派
共

済
会

回
金

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

4
.

資
産

取
得

支
出

［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

1
.

備
品

取
得

支
出

（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

1
.

備
品

取
得

支
出

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

0

5
.

特
定

資
産

繰
入

支
出

［
�

0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

1
.

特
定

資
産

繰
入

支
出

（
�

0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

1
.

減
価

償
却

引
当

0
0

0

2
.

退
職

給
与

引
当

0
1
,0
0
0
,0
0
0

0

6
.

予
備

費
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

予
備

費
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

予
備

費
3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

0

7
.

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
［
�

2
,1
8
0
,0
0
0
］
［
�

5
,6
1
0
,0
0
0
］
［
�

1
8
,1
8
6
,0
0
0
］

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
（
�

2
,1
8
0
,0
0
0
）
（
�

5
,6
1
0
,0
0
0
）
（
�

1
8
,1
8
6
,0
0
0
）

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
2
,1
8
0
,0
0
0

5
,6
1
0
,0
0
0

1
8
,1
8
6
,0
0
0

合
計

2
0
7
,6
5
0
,0
0
0

2
1
8
,6
0
0
,0
0
0

2
2
1
,1
8
0
,0
0
0



二
四

二
四

令
和
元
年
度
　
専
修
寺
歳
入
歳
出
予
算

歳
入
の
部

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

元
年

度
予

算
額

3
0
年

度
予

算
額

3
0
年
度
決
算
見
込

1
.

宗
教

活
動

収
入

［
�

2
6
2
,5
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
7
7
,9
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
6
8
,8
5
0
,0
0
0
］

1
.

諸
進

納
金

（
�

9
6
,4
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
0
2
,7
0
0
,0
0
0
）
（
�

9
7
,1
6
0
,0
0
0
）

1
.

進
納

所
冥

加
金

3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

2
,9
6
0
,0
0
0

2
.

申
物

冥
加

金
8
5
,0
0
0
,0
0
0

9
3
,0
0
0
,0
0
0

8
5
,6
0
0
,0
0
0

3
.

特
別

懇
志

金
0

0
0

4
.

賽
銭

8
,0
0
0
,0
0
0

6
,3
0
0
,0
0
0

8
,6
0
0
,0
0
0

5
.

御
染

筆
冥

加
金

4
0
0
,0
0
0

4
0
0
,0
0
0

0

2
.

納
骨

堂
冥

加
金

（
�

1
6
2
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
7
1
,6
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
6
8
,5
0
0
,0
0
0
）

1
.

浄
華

台
冥

加
金

6
0
,0
0
0
,0
0
0

7
0
,0
0
0
,0
0
0

6
1
,7
0
0
,0
0
0

2
.

納
骨

堂
加

入
冥

加
金

1
5
,0
0
0
,0
0
0

1
3
,1
0
0
,0
0
0

1
6
,2
0
0
,0
0
0

3
.

納
骨

壇
移

転
冥

加
金

0
0

4
0
0
,0
0
0

4
.

納
骨

壇
永

年
管

理
冥

加
金

2
,5
0
0
,0
0
0

2
,5
0
0
,0
0
0

4
,5
0
0
,0
0
0

自
　

１
.６

.１
至

　
２

.５
.3
1

（
単

位
　

円
）

議
案
第
２
号



二
五

二
五

5
.

懇
志

金
5
,0
0
0
,0
0
0

6
,0
0
0
,0
0
0

4
,7
0
0
,0
0
0

6
.

恭
敬

冥
加

金
8
0
,0
0
0
,0
0
0

8
0
,0
0
0
,0
0
0

8
1
,0
0
0
,0
0
0

3
.

墓
地

冥
加

金
（
�

3
,6
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,6
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,1
9
0
,0
0
0
）

1
.

墓
地

管
理

冥
加

金
3
,5
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

2
,8
7
0
,0
0
0

2
.

そ
の

他
冥

加
金

1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

3
2
0
,0
0
0

4
.

特
別

懇
志

金
（
�

0
）
（
�

0
）
（
�

0
）

1
.

特
別

懇
志

金
0

0
0

2
.

資
産

管
理

収
入

［
�

4
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

4
2
0
,0
0
0
］

1
.

資
産

運
用

収
入

（
�

4
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

4
2
0
,0
0
0
）

1
.

諸
利

子
4
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

4
2
0
,0
0
0

3
.

雑
収

入
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

6
5
,0
0
0
,0
0
0
］

1
.

雑
収

入
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

6
5
,0
0
0
,0
0
0
）

1
.

雑
収

入
3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

6
5
,0
0
0
,0
0
0

4
.

特
定

資
産

取
崩

収
入

［
�

5
5
,5
0
0
,0
0
0
］
［
�

3
8
1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
4
1
,0
0
0
,0
0
0
］

1
.

特
定

資
産

取
崩

収
入

（
�

5
5
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
8
1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
4
1
,0
0
0
,0
0
0
）

1
.

減
価

償
却

引
当

預
金

取
崩

収
入

0
1
4
1
,0
0
0
,0
0
0

1
4
1
,0
0
0
,0
0
0



二
六

二
六

2
.

宝
物

館
建

設
引

当
預

金
取

崩
収

入
5
5
,5
0
0
,0
0
0

2
4
0
,0
0
0
,0
0
0

0

5
.

前
年

度
繰

越
収

支
差

額
［
�

1
6
7
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
0
,5
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

前
年

度
繰

越
収

支
差

額
（
�

1
6
7
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
0
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

前
年

度
繰

越
収

支
差

額
1
6
7
,0
0
0
,0
0
0

1
0
,5
0
0
,0
0
0

0

合
計

4
8
8
,4
0
0
,0
0
0

6
7
3
,4
0
0
,0
0
0

4
7
5
,2
7
0
,0
0
0



二
七

二
七

歳
出
の
部

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

元
年

度
予

算
額

3
0
年

度
予

算
額

3
0
年
度
決
算
見
込

1
.

宗
教

活
動

支
出

［
�

2
0
7
,7
5
0
,0
0
0
］
［
�

2
3
9
,8
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
6
1
,7
6
0
,0
0
0
］

1
.

門
室

費
（
�

3
0
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
0
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
2
,0
0
0
,0
0
0
）

1
.

門
室

費
3
0
,0
0
0
,0
0
0

3
0
,0
0
0
,0
0
0

3
2
,0
0
0
,0
0
0

2
.

維
持

費
（
�

7
3
,0
5
0
,0
0
0
）
（
�

8
0
,9
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
5
,1
0
0
,0
0
0
）

1
.

護
持

費
1
0
,0
0
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0
,0
0
0

7
,8
0
0
,0
0
0

2
.

恭
敬

費
2
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

1
,4
0
0
,0
0
0

3
.

定
専

上
人

・
堯

真
上

人
年

忌
法

会
2
,0
0
0
,0
0
0

0
0

4
.

声
明

公
演

費
2
,0
0
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0
,0
0
0

8
,0
0
0
,0
0
0

5
.

事
務

費
4
,0
0
0
,0
0
0

4
,0
0
0
,0
0
0

4
,0
0
0
,0
0
0

6
.

扱
待

遇
費

1
,8
0
0
,0
0
0

1
,8
0
0
,0
0
0

1
,8
0
0
,0
0
0

7
.

団
参

清
掃

費
9
0
0
,0
0
0

7
5
0
,0
0
0

9
0
0
,0
0
0

8
.

協
賛

費
1
,5
0
0
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

9
.

申
物

購
入

費
6
,0
0
0
,0
0
0

7
,0
0
0
,0
0
0

5
,3
0
0
,0
0
0

1
0
.

調
度

費
2
,8
5
0
,0
0
0

2
,8
5
0
,0
0
0

2
,4
0
0
,0
0
0



二
八

二
八

1
1
.

文
化

財
保

存
費

4
0
,0
0
0
,0
0
0

4
1
,0
0
0
,0
0
0

2
,4
0
0
,0
0
0

3
.

管
理

費
（
�

7
7
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
0
1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

6
8
,9
7
0
,0
0
0
）

1
.

自
動

車
諸

費
2
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

2
.

水
道

光
熱

管
理

費
1
5
,0
0
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0
,0
0
0

1
3
,0
0
0
,0
0
0

3
.

緑
化

管
理

費
3
,5
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

4
.

通
信

印
刷

費
4
,5
0
0
,0
0
0

4
,5
0
0
,0
0
0

4
,8
0
0
,0
0
0

5
.

諸
消

耗
品

費
2
,5
0
0
,0
0
0

2
,5
0
0
,0
0
0

2
,2
0
0
,0
0
0

6
.

リ
ー

ス
料

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
5
0
,0
0
0

7
.

損
害

保
険

料
3
,5
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

8
.

土
地

借
用

料
8
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

8
0
0
,0
0
0

9
.

公
租

公
課

3
,5
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

3
,1
2
0
,0
0
0

1
0
.

警
備

費
5
,0
0
0
,0
0
0

6
,0
0
0
,0
0
0

4
,5
0
0
,0
0
0

1
1
.

雑
費

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
2
.

防
火

設
備

費
5
,0
0
0
,0
0
0

7
,5
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0
,0
0
0

1
3
.

営
繕

補
修

費
3
0
,0
0
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0
,0
0
0

2
5
,0
0
0
,0
0
0

4
.

納
骨

堂
費

（
�

6
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

6
,8
0
0
,0
0
0
）
（
�

5
,9
0
0
,0
0
0
）



二
九

二
九

1
.

法
会

費
3
,8
0
0
,0
0
0

3
,8
0
0
,0
0
0

3
,2
5
0
,0
0
0

2
.

記
念

品
費

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

3
.

納
骨

堂
清

掃
費

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

1
,6
5
0
,0
0
0

5
.

墓
地

費
（
�

3
,6
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,6
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,5
1
0
,0
0
0
）

1
.

維
持

管
理

費
3
,5
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

2
.

諸
雑

費
1
0
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0

6
.

交
付

金
（
�

1
6
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
7
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
6
,2
8
0
,0
0
0
）

1
.

院
号

交
付

金
1
5
,5
0
0
,0
0
0

1
6
,5
0
0
,0
0
0

1
5
,5
0
0
,0
0
0

2
.

納
骨

壇
加

入
交

付
金

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

7
8
0
,0
0
0

2
.

人
件

費
［
�

1
4
3
,6
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
3
8
,5
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
4
3
,9
0
0
,0
0
0
］

1
.

給
料

手
当

（
�

1
4
3
,6
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
3
8
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
4
3
,9
0
0
,0
0
0
）

1
.

諸
給

与
1
1
3
,0
0
0
,0
0
0

1
0
7
,0
0
0
,0
0
0

1
1
3
,0
0
0
,0
0
0

2
.

傭
人

費
3
,0
0
0
,0
0
0

6
,0
0
0
,0
0
0

2
,8
0
0
,0
0
0

3
.

日
直

宿
直

費
3
,2
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

3
,2
0
0
,0
0
0

4
.

通
勤

補
助

費
4
,4
0
0
,0
0
0

3
,5
0
0
,0
0
0

4
,4
0
0
,0
0
0

5
.

福
利

厚
生

費
2
0
,0
0
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0
,0
0
0

2
0
,5
0
0
,0
0
0



三
〇

三
〇

3
.

繰
入

金
支

出
［
�

5
7
,5
7
7
,9
1
0
］
［
�

2
4
2
,2
7
6
,5
4
4
］
［
�

2
,2
7
6
,5
4
4
］

1
.

繰
入

金
支

出
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）

1
.

高
田

派
回

金
1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

2
.

特
別

会
計

繰
入

金
支

出
（
�

5
6
,5
7
7
,9
1
0
）
（
�

2
4
1
,2
7
6
,5
4
4
）
（
�

1
,2
7
6
,5
4
4
）

1
.

専
修

寺
聖

教
特

会
繰

入
金

支
出

1
,0
7
7
,9
1
0

1
,2
7
6
,5
4
4

1
,2
7
6
,5
4
4

2
.

宝
物

館
建

設
特

会
繰

入
金

支
出

5
5
,5
0
0
,0
0
0

2
4
0
,0
0
0
,0
0
0

0

4
.

資
産

取
得

支
出

［
�

4
9
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

4
8
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

3
0
0
,0
0
0
］

1
.

構
築

物
取

得
支

出
（
�

4
5
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

4
5
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

1
.

構
築

物
取

得
支

出
4
5
,0
0
0
,0
0
0

4
5
,0
0
0
,0
0
0

0

2
.

備
品

取
得

支
出

（
�

4
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
0
0
,0
0
0
）

1
.

備
品

取
得

支
出

3
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

3
0
0
,0
0
0

2
.

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

取
得

支
出

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

0

5
.

特
定

資
産

支
出

［
�

0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

1
.

特
定

資
産

支
出

（
�

0
）
（
�

1
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

1
.

退
職

給
与

引
当

0
1
,0
0
0
,0
0
0

0

2
.

減
価

償
却

引
当

0
0

0



三
一

三
一

3
.

納
骨

堂
引

当
0

0
0

4
.

宝
物

館
建

設
基

金
へ

0
0

0

6
.

予
備

費
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

3
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

予
備

費
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

3
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

予
備

費
3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

0

7
.

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
［
�

2
7
,4
7
2
,0
9
0
］
［
�

8
2
3
,4
5
6
］
［
�

1
6
7
,0
3
3
,4
5
6
］

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
（
�

2
7
,4
7
2
,0
9
0
）
（
�

8
2
3
,4
5
6
）
（
�

1
6
7
,0
3
3
,4
5
6
）

次
年

度
繰

越
収

支
差

額
2
7
,4
7
2
,0
9
0

8
2
3
,4
5
6

1
6
7
,0
3
3
,4
5
6

合
計

4
8
8
,4
0
0
,0
0
0

6
7
3
,4
0
0
,0
0
0

4
7
5
,2
7
0
,0
0
0



三
二

三
二

議
案
第
３
号

令
和
元
年
度
真
宗
高
田
派
共
済
会
歳
入
歳
出
予
算

令
和
元
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
５
月
3
1
日

【
収
入
の
部
】
�

（
単
位
：
円
）

科
目

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

差
異

財
産

収
入

［
�

9
0
,0
0
0
］
［
�

7
3
,0
0
0
］
［
�

1
7
,0
0
0
］

預
金

利
子

1
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0

0

国
公

債
利

金
8
0
,0
0
0

6
3
,0
0
0

1
7
,0
0
0

掛
金

収
入

［
�

1
2
,3
6
8
,0
0
0
］
［
�

1
2
,4
6
8
,0
0
0
］
［
�

△
�1
0
0
,0
0
0
］

寺
院

掛
金

1
1
,9
0
0
,0
0
0

1
2
,0
0
0
,0
0
0

△
�1
0
0
,0
0
0

本
山

職
員

掛
金

4
6
8
,0
0
0

4
6
8
,0
0
0

0

繰
入

金
収

入
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

高
田

派
回

金
1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

0

償
還

金
［
�

2
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

償
還

金
2
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

0

前
年

度
繰

越
金

［
�

1
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
1
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

△
�1
,0
0
0
,0
0
0
］

収
入

合
計

2
5
,4
5
8
,0
0
0

2
6
,5
4
1
,0
0
0

△
�1
,0
8
3
,0
0
0



三
三

三
三

【
支
出
の
部
】
�

（
単
位
：
円
）

科
目

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

差
異

給
付

金
［
�

1
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

9
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,0
0
0
,0
0
0
］

祝
金

・
見

舞
金

3
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

香
料

3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

0

慰
労

金
4
,0
0
0
,0
0
0

4
,0
0
0
,0
0
0

0

奨
学

金
・

奨
励

金
［
�

3
,2
0
0
,0
0
0
］
［
�

3
,2
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

奨
学

金
3
,0
0
0
,0
0
0

3
,0
0
0
,0
0
0

0

奨
励

金
2
0
0
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

0

記
念

品
費

［
�

1
,3
0
0
,0
0
0
］
［
�

1
,3
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

記
念

品
費

1
,3
0
0
,0
0
0

1
,3
0
0
,0
0
0

0

事
務

費
［
�

4
2
0
,0
0
0
］
［
�

4
2
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

諸
手

当
3
7
0
,0
0
0

3
7
0
,0
0
0

0

雑
費

5
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

0

積
立

金
［
�

2
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］



三
四

三
四

国
公

社
債

繰
入

2
,0
0
0
,0
0
0

2
,0
0
0
,0
0
0

0

予
備

費
［
�

8
,5
3
8
,0
0
0
］
［
�

1
0
,6
2
1
,0
0
0
］
［
�

△
�2
,0
8
3
,0
0
0
］

支
出

合
計

2
5
,4
5
8
,0
0
0

2
6
,5
4
1
,0
0
0

△
�1
,0
8
3
,0
0
0



三
五

三
五

議
案
第
４
号

令
和
元
年
度
　
高
田
派
法
主
褒
賞
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

自
　

１
.６

.１
至

　
２

.５
.3
1

（
単

位
：

円
）

歳
入
の
部科

目
本

年
度

予
算

額
前

年
度

予
算

額
増

減
備

考

1
. 
維

持
資

金
5
0
0

5
3
3

△
3
3

利
子

5
0
0

5
3
3

△
3
3

預
金
利
息

2
.
法

主
褒

賞
特

別
基

金
取

崩
0

7
0
0
,0
0
0

△
7
0
0
,0
0
0

3
.
雑

収
入

0
0

0
懇
志
等

4
.
繰

越
金

8
7
8
,5
4
2

4
1
6
,2
6
9

4
6
2
,2
7
3

前
年
度
繰
越
金

合
計

8
7
9
,0
4
2

1
,1
1
6
,8
0
2

△
2
3
7
,7
6
0



三
六

三
六

歳
出
の
部科

目
本

年
度

予
算

額
前

年
度

予
算

額
増

減
備

考

1
. 
委

員
会

費
8
6
,0
0
0

3
6
,0
0
0

5
0
,0
0
0

1
. 
委

員
会

手
当

旅
費

6
6
,0
0
0

3
6
,0
0
0

3
0
,0
0
0

選
考
委
員
手
当
、

旅
費

2
.�
会

議
費

2
0
,0
0
0

0
2
0
,0
0
0

選
考
委
員
会
昼
食

代

2
.
褒

賞
費

6
4
0
,0
0
0

2
0
2
,2
6
0

4
3
7
,7
4
0

1
. 
記

念
品

費
6
0
0
,0
0
0

1
7
7
,6
6
0

4
2
2
,3
4
0

受
賞
者
記
念
品

2
.�
扱

費
4
0
,0
0
0

2
4
,6
0
0

1
5
,4
0
0

受
賞
者
、
招
待
者

接
待
費

3
.
諸

雑
費

8
4
0

0
8
4
0

 

4
.
次

期
繰

越
金

1
5
2
,2
0
2

8
7
8
,5
4
2

△
7
2
6
,3
4
0

次
年
度
繰
越
金

合
計

8
7
9
,0
4
2

1
,1
1
6
,8
0
2

△
2
3
7
,7
6
0

＊
令
和
元
年
５
月
3
1
日
現
在
　
　
積
立
基
金
合
計
　
4
,8
0
0
,0
0
0
円



三
七

三
七

議
案
第
５
号

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

内
訳

1
. 

国
庫

補
助

金
［
�

1
,9
2
7
,0
0
0
］
［
�

1
,7
8
4
,0
0
0
］

　

国
庫

補
助

金
（
�

1
,9
2
7
,0
0
0
）
（
�

1
,7
8
4
,0
0
0
）

　

国
庫

補
助

金
1
,9
2
7
,0
0
0

1
,7
8
4
,0
0
0

　

2
.�

三
重

県
補

助
金

［
�

3
7
5
,0
0
0
］
［
�

3
8
1
,0
0
0
］

　

三
重

県
補

助
金

（
�

3
7
5
,0
0
0
）
（
�

3
8
1
,0
0
0
）

　

三
重

県
補

助
金

3
7
5
,0
0
0

3
8
1
,0
0
0

補
助
事
業
分
2
5
,0
0
0
円
含

3
. 

津
市

補
助

金
［
�

1
7
5
,0
0
0
］
［
�

1
7
8
,0
0
0
］

　

津
市

補
助

金
（
�

1
7
5
,0
0
0
）
（
�

1
7
8
,0
0
0
）

　

津
市

補
助

金
1
7
5
,0
0
0

1
7
8
,0
0
0

　

4
.�

所
有

者
負

担
金

［
�

1
,0
7
7
,9
1
0
］
［
�

1
,2
7
6
,5
4
4
］

　

所
有

者
負

担
金

（
�

1
,0
7
7
,9
1
0
）
（
�

1
,2
7
6
,5
4
4
）

　

歳
入
の
部

令
和
元
年
度
　
専
修
寺
聖
教
保
存
修
理
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

自
　

１
.６

.１
至

　
２

.５
.3
1

（
単

位
　

円
）



三
八

三
八

所
有

者
負

担
金

1
,0
7
7
,9
1
0

1
,2
7
6
,5
4
4

補
助
事
業
分
2
5
,4
0
0
円
含
　

5
. 

雑
収

入
［
�

0
］
［
�

0
］

　

雑
収

入
（
�

0
）
（
�

0
）

　

雑
収

入
0

0
　

合
計

3
,5
5
4
,9
1
0

3
,6
1
9
,5
4
4

　



三
九

三
九

歳
出
の
部科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

内
訳

1
. 

総
事

業
費

［
�

3
,4
6
0
,5
1
0
］
［
�

3
,5
2
9
,9
4
4
］

　

請
負

費
（
�

3
,4
1
0
,1
1
0
）
（
�

3
,4
7
9
,5
4
4
）

　

1
. 

人
件

費
1
,5
3
4
,0
0
0

1
,5
6
9
,0
0
0

2
.�

原
材

料
費

3
2
,1
0
0

3
7
,6
0
0

3
. 

直
接

経
費

1
,5
3
4
,0
0
0

1
,5
6
9
,0
0
0

4
.�

特
別

経
費

0
4
2
,0
0
0

5
. 

技
術

料
等

経
費

0
4
,2
0
0

6
.�

消
費

税
3
1
0
,0
1
0

2
5
7
,7
4
4

主
た

る
事

業
費

（
�

5
0
,4
0
0
）
（
�

5
0
,4
0
0
）

補
助
事
業
分

1
. 

報
償

費
3
5
,0
0
0

3
5
,0
0
0

講
師
依
頼

2
.�

旅
費

1
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0

　

3
. 

需
用

費
5
,4
0
0

5
,4
0
0

　

2
.�

そ
の

他
の

経
費

［
�

9
4
,4
0
0
］
［
�

8
9
,6
0
0
］

　

そ
の

他
の

経
費

（
�

9
4
,4
0
0
）
（
�

8
9
,6
0
0
）



四
〇

四
〇

指
導

監
督

旅
費

6
8
,0
0
0

6
8
,0
0
0

需
用

費
2
6
,4
0
0

2
1
,6
0
0

　

合
計

3
,5
5
4
,9
1
0

3
,6
1
9
,5
4
4

　



四
一

四
一

議
案
第
６
号

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

元
年

度
予

算
額

3
0
年
度
決
算
見
込

内
訳

1
. 

専
修

寺
よ

り
繰

入
［
�

5
5
,5
0
0
,0
0
0
］
［
�

2
4
0
,0
0
0
,0
0
0
］

＊
一
光
三
尊
佛
御
開
扉
法
会
と
伝
灯
奉
告
法
会
の
1.9億

円
と

専
修

寺
よ

り
繰

入
（
�

5
5
,5
0
0
,0
0
0
）
（
�

2
4
0
,0
0
0
,0
0
0
）

関
東
別
院
か
ら
の
5
,0
0
0
万
円
た
し
て
2
.4
億
円

専
修

寺
よ

り
繰

入
5
5
,5
0
0
,0
0
0

2
4
0
,0
0
0
,0
0
0

＊
特
別
懇
志
金
5
,4
0
0
万
円
+
1
5
0
万
円
→
5
,5
5
0
万
円

2
.�

懇
志

金
収

入
［
�

2
0
0
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

5
0
,0
0
0
,0
0
0
］

　

懇
志

金
収

入
（
�

2
0
0
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

5
0
,0
0
0
,0
0
0
）

　

懇
志

金
収

入
2
0
0
,0
0
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0
,0
0
0

関
東
別
院
よ
り
収
入

3
. 

雑
収

入
［
�

0
］
［
�

1
5
7
,2
3
9
］

　

雑
収

入
（
�

0
）
（
�

1
5
7
,2
3
9
）

 

雑
収

入
0

1
5
7
,2
3
9

銀
行
利
息
（
2
7
年
3
月
〜
3
0
年
1
2
月
）
　

4
.�

前
年

度
繰

越
金

［
�

2
8
4
,8
6
5
,2
3
9
］
［
�

0
］

　

前
年

度
繰

越
金

（
�

2
8
4
,8
6
5
,2
3
9
）
（
�

0
）

　

前
年

度
繰

越
金

2
8
4
,8
6
5
,2
3
9

0
　

合
計

5
4
0
,3
6
5
,2
3
9

2
9
0
,1
5
7
,2
3
9

　

歳
入
の
部

令
和
元
年
度
　
宝
物
館
建
設
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

自
　

１
.６

.１
至

　
２

.５
.3
1

（
単

位
　

円
）



四
二

四
二

歳
出
の
部科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

元
年

度
予

算
額

3
0
年
度
決
算
見
込

内
訳

1
. 

建
設

工
事

費
［
�

1
4
9
,1
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

会
館
建
設
・
見
積
合
わ
せ
額
　

建
設

工
事

費
（
�

1
4
9
,1
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

工
事
契
約
時
に
契
約
の
1
0
％
　

建
設

工
事

費
1
4
9
,1
0
0
,0
0
0

0
上
棟
時
3
0
％
・
中
間
3
0
％
・
完
成
時
3
0
％
　

2
.�

付
帯

設
備

経
費

［
�

0
］
［
�

0
］

　

付
帯

設
備

経
費

（
�

0
）
（
�

0
）

　

付
帯

設
備

経
費

0
0

　

3
. 

設
計

監
理

費
［
�

1
4
,4
1
0
,0
0
0
］
［
�

5
,2
9
2
,0
0
0
］

設
計
・
監
理
料
菅
野
企
画
設
計
　

設
計

監
理

費
（
�

1
4
,4
1
0
,0
0
0
）
（
�

5
,2
9
2
,0
0
0
）

工
事
契
約
時
に
1
0
0
0
万
　

設
計

監
理

費
1
4
,4
1
0
,0
0
0

5
,2
9
2
,0
0
0

中
間
時
に
4
4
1
万
・
完
成
に
残
金
　

4
.�

そ
の

他
経

費
［
�

5
,0
0
0
,0
0
0
］
［
�

0
］

　

そ
の

他
経

費
（
�

5
,0
0
0
,0
0
0
）
（
�

0
）

　

そ
の

他
経

費
5
,0
0
0
,0
0
0

0
　

5
. 

繰
越

金
［
�

3
7
1
,8
5
5
,2
3
9
］
［
�

2
8
4
,8
6
5
,2
3
9
］

　

繰
越

金
（
�

3
7
1
,8
5
5
,2
3
9
）
（
�

2
8
4
,8
6
5
,2
3
9
）

　



四
三

四
三

繰
越

金
3
7
1
,8
5
5
,2
3
9

2
8
4
,8
6
5
,2
3
9

銀
行
通
帳
金
額
は
、
234,865,239円

合
計

5
4
0
,3
6
5
,2
3
9

2
9
0
,1
5
7
,2
3
9

　



四
四

四
四

宗
教
法
人
『
真
宗
高
田
派
』
宗
制

　第
四
章

　宗
務
機
関

　
　第
一
節

　内

　局

　（
３
３
ペ
ー
ジ
上
段
）

第 

四
十
二
条

　内
局
の
事
務
を
取
り
扱
う
た
め
、
録
事
、
承
事
及

び
事
務
員
、
委
託
若
干
名
を
置
き
、
宗
務
総
長
が
任
命
ま
た
は

委
嘱
す
る
。

　第
六
章

　監
正
局

　（
４
４
ペ
ー
ジ
下
段
）

第 

百
三
十
四
条

　監
正
局
の
役
職
員
は
、
左
の
職
を
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

　一

　宗
務
院
の
役
員

宗
教
法
人
『
真
宗
高
田
派
』
宗
制

　第
四
章

　宗
務
機
関

　
　
　第
一
節

　内

　局

第 

四
十
二
条

　内
局
の
事
務
を
取
り
扱
う
た
め
、
役
員
及
び
職
員

を
置
き
、
宗
務
総
長
が
任
命
ま
た
は
委
嘱
す
る
。

２

　わ
が
派
の
役
員
は
内
局
及
び
維
那
と
す
る
。

３

　わ
が
派
の
職
員
は
左
の
通
り
と
す
る
。

　一

　録
事
等
職
員

　二

　知
堂
及
び
恭
敬
衆
職
員

　三

　事
務
職
員

　四

　作
事
等
職
員

　第
六
章

　監
正
局

第
百
三
十
四
条

　（
同
文
）

　一

　（
同
文
）

現

行

規

程

改

　正

　後

　規

　程



四
五

四
五

　二

　（
同
文
）

２ 

　監
正
局
の
役
職
員
は
、
推
薦
を
含
む
選
挙
運
動
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

附

　則

　

　こ
の
規
則
は
令
和
元
年
六
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

宗
教
法
人
『
真
宗
高
田
派
』
宗
規
程

　宗
規
第
二
号

　選
挙
規
程

　
　

　
　第
二
章

　選
挙
権
及
び
被
選
挙
権

第
七
条

　（
同
文
）

　一

　宗
務
院
の
職
員

　二

　（
同
文
）

　三

　管
理
委
員
長
及
び
管
理
委
員

　四

　別
院
の
輪
番
及
び
役
職
員

　五

　組
長
及
び
副
組
長

　二

　宗
義
会
議
員

２ 
　監
正
局
の
役
職
員
は
、
選
挙
運
動
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

宗
教
法
人
『
真
宗
高
田
派
』
宗
規
程

　宗
規
第
二
号

　
　選
挙
規
程

　
　第
二
章

　選
挙
権
及
び
被
選
挙
権

　（
７
０
ペ
ー
ジ
下
段
）

第
七
条

　左
に
掲
げ
る
役
職
員
等
は
、
立
候
補
前
日
ま
で
に
退
職

し
な
け
れ
ば
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。

　一

　宗
務
院
の
役
職
員

　二

　監
正
局
の
役
職
員

　三

　管
理
委
員
長
並
び
に
管
理
委
員

　四

　別
院
の
役
職
員

　五

　組
長
並
び
に
副
組
長



四
六

四
六

　六

　わ
が
宗
派
に
関
係
の
あ
る
学
校
の
役
職
員

　七

　わ
が
宗
派
に
関
係
の
あ
る
団
体
の
役
職
員

　第
七
章

　選
挙
運
動

第 

三
十
八
条

　左
に
掲
げ
る
役
職
員
等
は
、
推
薦
を
含
む
選
挙
運

動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　一

　宗
務
院
の
職
員

　二

　監
正
局
の
役
職
員

　三

　選
挙
管
理
委
員
会

２ 

　次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
の
役
職
地
位
を
利
用
し
て

選
挙
運
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　一

　内
局
及
び
維
那

　二

　別
院
輪
番
及
び
役
職
員

　三

　わ
が
宗
派
に
関
係
の
あ
る
学
校
の
役
職
員

　四

　わ
が
宗
派
に
関
係
の
あ
る
団
体
の
役
職
員

附

　則

　

　こ
の
規
則
は
令
和
元
年
六
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

　六

　わ
が
宗
派
に
関
係
の
あ
る
学
校
の
職
員

　七

　わ
が
宗
派
に
関
係
の
あ
る
団
体
の
職
員

　第
七
章

　選
挙
運
動

　（
７
６
ペ
ー
ジ
下
段
）

第 

三
十
八
条

　左
の
役
職
員
は
、
選
挙
運
動
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

　一

　宗
務
院
、
別
院
、
監
正
局
の
役
職
員

　二

　選
挙
管
理
委
員
会



四
七

四
七

　第
九
章

　寺
院
、
教
会
、
そ
の
他
所
属
団
体

　

　
　第
一
節
寺
院

第
百
七
十
五
条
（
同
文
）
（
４
９
ペ
ー
ジ
上
段
）

２ 

　本
寺
と
は
、
宗
祖
の
建
立
さ
れ
た
栃
木
県
芳
賀
郡
二
宮
町
高

田
に
あ
る
専
修
寺
を
い
う
。

　第
九
章

　寺
院
、
教
会
、
そ
の
他
所
属
団
体

　

　
　第
一
節

　寺
院

第
百
七
十
五
条
（
同
文
）

２ 

　本
寺
と
は
、
宗
祖
の
建
立
さ
れ
た
栃
木
県
真
岡
市
高
田
に
あ

る
専
修
寺
を
い
う
。



四
八

四
八

　法
規
審
議
委
員
会
規
則

（
名
称
）

第
一
条

　

 

本
委
員
会
は
、
真
宗
高
田
派
法
規
審
議
委
員
会
と
称
す

る
。

（
事
務
局
）

第
二
条

　

 

本
委
員
会
の
事
務
局
は
、
真
宗
高
田
派
本
山
宗
務
院
に

置
く
。

（
目
的
）

第
三
条

　

 

本
委
員
会
は
、
真
宗
高
田
派
諸
法
規
の
問
題
点
を
検
討

し
、
審
議
立
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
委
員
）

第
四
条

　

 

本
委
員
会
の
委
員
は
、
教
師
の
内
か
ら
総
長
が
委
嘱
し

た
八
名
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
任
期
は
四
年
と
す
る
。

　法
規
審
議
委
員
会
規
則

（
名
称
）

第
一
条

　（
同
文
）

（
事
務
局
）

第
二
条

　（
同
文
）

（
目
的
）

第
三
条

　

 

本
委
員
会
は
、
宗
務
総
長
の
諮
問
に
基
づ
き
真
宗
高
田

派
諸
法
規
の
問
題
点
を
検
討
審
議
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
委
員
）

第
四
条

　

 

本
委
員
会
の
委
員
は
、
教
師
の
内
か
ら
総
長
が
委
嘱
し

た
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
任
期
は
四
年
と
す
る
。
但

「
真
宗
高
田
派
宗
規
程
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

現

行

規

程

改

　正

　後

　規

　程



四
九

四
九

し
留
任
を
妨
げ
な
い
。
委
員
交
代
の
時
は
前
任
者
の
残

任
期
間
と
す
る
。

（
委
員
長
、
副
委
員
長
）

第
五
条
（
同
文
）

　二
、
（
同
文
）

　三
、 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
が
職
務
を
執

行
で
き
な
い
場
合
は
、
委
員
長
の
職
務
を
代
行
す
る
。

（
事
務
局
員
）

第
六
条

　（
同
文
）

（
参
考
人
）

第
七
条

　（
同
文
）

（
開
催
）

第
八
条

　本
委
員
会
は
、
随
時
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
。

 

但
し
留
任
を
妨
げ
な
い
。

（
委
員
長
、
副
委
員
長
）

第
五
条

　委
員
長
・
副
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
る
。

　二
、 

委
員
長
は
、
本
委
員
会
の
会
務
を
統
括
し
、
本
委
員
会
を

代
表
す
る
。

　三
、 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ

る
時
は
、
委
員
長
の
職
務
を
代
行
す
る
。

（
事
務
局
員
）

第
六
条

　

 

事
務
局
員
は
、
委
員
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
本
委
員

会
の
事
務
を
処
理
す
る
。

（
参
考
人
）

第
七
条

　

 

本
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
参
考
人
を
招
集
し
、
説
明

ま
た
は
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
開
催
）

第
八
条

　

 

本
委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
二
ヶ
月
に
一
回
開
催
す
る

が
、
必
要
に
応
じ
、
臨
時
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

る
。



五
〇

五
〇

(

会
計
）

第
九
条

　（
同
文
）

（
規
約
の
変
更
）

第
十
条

　

 

本
委
員
会
規
約
の
変
更
は
、
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員

の
過
半
数
の
決
定
に
よ
る
。
但
し
同
数
の
場
合
は
委
員

長
の
決
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
則　本

委
員
会
規
約
は
、
平
成
五
年
六
月
十
五
日
よ
り
施
行
す
る
。

附
則　平

成
三
十
年
十
二
月
十
九
日

　一
部
改
正
。

 (
会
計
）

第
九
条

　

 

本
委
員
会
の
会
計
は
、
原
則
と
し
て
法
規
審
議
会
費
で

運
営
す
る
。

（
規
約
の
変
更
）

第
十
条

　

 

本
委
員
会
規
約
の
変
更
は
、
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員

の
過
半
数
の
決
定
に
よ
る
。

付

　則
　本
委
員
会
規
約
は
、
平
成
五
年
六
月
十
五
日
よ
り
施
行
す
る
。



五
一

五
一

5
1

平
成

３
０

年
度

に
お

け
る

学
校

法
人

高
田

学
苑

の
決

算
は

次
の

と
お

り
で

す
の

で
、

当
学

苑
寄

附
行

為
第

４
０

条
の

規
定

に
基

づ
き

公
告

い
た

し
ま

す
。

貸
借

対
照

表
高

田
学

苑
学
校

法
人

平
成

31
年

3
月

31日
（
単
位

円
）

資
産

の
部

科
目

本
年

度
末

前
年

度
末

増
減

固
定

資
産

(
8,630,259,21

0)
(

8,
172,382,008)

(
457,8

77,202)

有
形

固
定

資
産

(
7,001,998,25

5)
(

6,
320,624,996)

(
681,3

7
3,259)

土
地

1,025,122,92
2

1,
025,122,922

0

建
物

4,674,605,70
2

4,
015,891,322

658,7
14,380

構
築

物
896,009,34

9
881,182,870

14,8
26,479

教
育

研
究

用
機

器
備

品
137,687,06

0
123,891,905

13,7
95,155

管
理

用
機

器
備

品
8,992,29

4
11,191,068

△
2,1

98,774

図
書

225,685,19
2

223,583,668
2,1

01,524

車
輌

3,976,25
8

7,242,763
△

3,2
66,505

学
苑

林
29,919,47

8
29,919,478

0



五
二

五
二

5
2

建
設

仮
勘

定
0

2,599,000
△

2,5
99,000

特
定

資
産

(
1,530,597,19

8)
(

1,
752,110,000)

(△
221,5

1
2,802)

退
職

給
与

引
当

特
定

資
産

312,490,00
0

312,490,000
0

1,218,107,19
8

1,
239,620,000

△
21,5

12,802
施

設
設

備
拡

充
引

当
特

定
資

産

第
２
号
基
本
金
引
当
特
定
資
産

0
200,000,000

△
200,0

00,000

そ
の

他
の

固
定

資
産

(
97,663,75

7)
(

99,647,012)
(△

1,9
8
3,255)

借
地

権
2,257,50

0
2,257,500

0

電
話

加
入

権
1,285,98

0
1,285,980

0

施
設

利
用

権
427,14

0
498,330

△
71,190

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

972,00
0

1,396,440
△

4
24,440

有
価

証
券

80,070,13
6

80,070,136
0

差
し

入
れ

保
証

金
350,00

0
350,000

0

長
期

前
払

金
12,301,00

1
13,788,626

△
1,4

87,625

流
動

資
産

(
939,230,15

8)
(

529,794,658)
(

409,4
35,500)

現
金

預
金

750,692,65
2

331,759,203
418,9

33,449



五
三

五
三

5
3

未
収

入
金

92,835,54
0

104,732,552
△

11,8
97,012

前
払

金
274,29

6
2,776,226

△
2,5

01,930

立
替

金
30,499,10

2
30,513,321

△
14,219

修
学

旅
行

費
預

り
資

産
59,028,16

8
53,046,156

5,9
82,012

卒
業

諸
費

預
り

資
産

5,900,40
0

6,967,200
△

1,0
66,800

資
産

の
部

合
計

(
9,569,489,36

8)
(

8,
702,176,666)

(
867,3

1
2,702)

負
債

の
部

科
目

本
年

度
末

前
年

度
末

増
減

固
定

負
債

(
449,063,46

8)
(

248,633,413)
(

200,4
30,055)

長
期

借
入

金
199,999,99

9
0

199,9
99,999

退
職

給
与

引
当

金
249,063,46

9
248,633,413

4
30,056

流
動

負
債

(
1,118,489,08

1)
(

471,438,471)
(

647,0
50,610)

短
期

借
入

金
199,999,99

9
0

199,9
99,999

未
払

金
538,086,12

8
64,963,616

473,1
22,512



五
四

五
四

5
4

前
受

金
286,588,00

0
317,493,000

△
30,

905,000

預
り

金
28,886,38

6
28,968,499

△
82,113

修
学

旅
行

費
預

り
金

59,028,16
8

53,046,156
5,9

82,012

卒
業

諸
費

預
り

金
5,900,40

0
6,967,200

1,0
66,800

負
債

の
部

合
計

(
1,567,552,54

9)
(

720,071,884)
(

847,4
8
0,665)

純
資

産
の
部

科
目

本
年

度
末

前
年

度
末

増
減

基
本

金
(

12,342,913,06
4)

(
12,

133,304,251)
(

209,6
08,813)

第
1

号
基

本
金

12,170,913,06
4

11,
761,304,251

409,6
08,813

第
2

号
基

本
金

0
200,000,000

△
200,0

00,000

第
4

号
基

本
金

172,000,00
0

172,000,000
0

繰
越

収
支
差
額

(△
4,340,976,24

5)
(△

4,
151,199,469)

(△
189,7

76,776)

翌
年

度
繰
越
収

支
差

額
△

4,340,976,24
5

△
4,

151,199,469
△

189,7
76,776

純
資

産
の

部
合

計
(

8,001,936,81
9)

(
7,

982,104,782)
(

19,8
3
2,037)

負
債

及
び
純
資
産
の

部
合
計

(
9,569,489,36

8)
(

8,
702,176,666)

(
867,3

12,702)
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注
記

１
．
重
要
な
会
計

方
針

①
引
当
金
の
計

上
基
準

○
徴
収
不

能
引
当
金

・
・

・
・
未
収
入

金
の

徴
収
不
能

に
備
え
る
た
め

、
個
別
に
見
積

も
っ
た
徴
収
不
能

見
込
額
を
計
上

し
て
い

る
。

○
退
職
給

与
引
当
金

（
短

期
大

学
）

退
職
金

の
支

給
に
備
え

る
た
め
、
期
末

要
支
給
額

120
,732,155円

の
1
0
0
％
を
基
に
し

て

私
立
大

学
退

職
金
財
団

に
対
す
る
掛
金

の
累
積
額
と
交

付
金
の
累
積
額
と

の
繰
入
調
整
額

を

加
減
し

た
金

額
を
計
上

し
て
い
る
。

（
中
学

校
及
び
高

等
学

校
）
退
職
金

の
支

給
に
備
え

る
た
め
、
期
末

要
支
給
額

9
9
8
,
3
3
6
,
5
6
4
円

か
ら
三
重

県
私

学
振

興
会
よ

り
交

付
金
相
当

額
を
控
除
し
た

金
額
の

1
0
0
％
を
計
上
し
て
い
る

。

②
そ
の
他
重
要

な
会
計
方

針

○
有
価
証

券
の
評
価

基
準

及
び
評
価
方

法

＊
移
動

平
均
法
に

基
づ

く
原
価
法
で

あ
る

。

２
．
重
要
な
会
計

方
針
の
変

更
等

該
当
無
し

３
．
減
価
償
却
額

の
累
計
額

の
合

計
額

5,68
5,174,379円

４
．
徴
収
不
能
引

当
金
の
合

計
額

0円

５
．
担
保
に
供
さ

れ
て
い
る

資
産

の
種
類
及
び

額
0円

６
．
翌
会
計
年
度

以
降
の
会

計
年

度
に
お
い
て

基
本

金
へ
組
入

れ
を
行
う
こ
と

と
な
る
金
額

49
1,282,712円
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７
．
当
該
会
計
年

度
の
末
日

に
お

い
て
第
４
号

基
本

金
に
相
当

す
る
資
金
を
有

し
て
い
な
い
場

合
の
そ
の
旨
と
対

策

第
４
号
基

本
金
に
相

当
す

る
資
金
を
有

し
て

お
り
、
該

当
し
な
い
。

８
．
そ
の
他
財
政

及
び
経
営

の
状

況
を
正
確
に

判
断

す
る
た
め

に
必
要
な
事
項

（
１
）
有
価
証
券

の
時
価
情

報

①
総

括
表

（
単
位
：

円
）

当
年
度
（

平
成
31年

3
月
3
1日

）

貸
借
対

照
表
計
上
額

時
価

差
額

時
価
が

貸
借
対
照
表
計
上

額
を
超
え

る
も

の
4
80,970,136

504,737,7
67

24,
667,631

（
う

ち
満
期
保

有
目

的
の
債
券
）

(14
9,678,462)

(150,777,5
27)

(
1,

098,066)

時
価
が

貸
借
対
照
表
計
上

額
を
超
え

な
い

も
の

3
90,000,000

353,964,1
71

△
36,

035,829

（
う

ち
満
期
保

有
目

的
の
債
券
）

(3
90,000,000)

(353,964,1
71)

(△
36,

035,829)

8
70,070,136

852,701,9
38

△
11,

368,198
合

計

（
う

ち
満
期
保

有
目

的
の
債
券
）

(5
39,679,462)

(504,741,6
98)

(△
34,

937,764)

時
価
の
な

い
有

価
証
券

-

8
70,070,136

有
価

証
券

合
計
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②
明

細
表

（
単
位
：

円
）

当
年
度
（

平
成
31年

3
月
3
1日

）
種

類
貸
借
対

照
表
計
上
額

時
価

差
額

債
券

5
90,000,000

570,169,3
00

△
19,

830,700

株
式

40,390,674
55,366,2

40
14,

975,566

投
資

信
託

2
39,679,462

233,166,3
98

△
6,

513,064

貸
付

信
託

-
-

-

そ
の

他
-

-
-

8
70,070,136

858,701,9
38

△
11,

368,198
合

計

時
価
の
な

い
有

価
証
券

-

8
70,070,136

有
価

証
券

合
計



五
八

五
八

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



五
九

五
九

五
九
頁

法
身
、
二
に
は
方
便
法
身
な
り

（
中
略
）

。

こ
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て

同
ず
べ
か
ら
ず
。

『
往
生
論
注
』

※
曇
鸞
大
師
の
仏
身
観
は
親
鸞
聖
人
に
多
大
な
影
響
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

◎
道
綽
禅
師

三
身

（
法
身
・
報
身
・
化
身
）

主
著
『
安
楽
集
』
の
中
で

『
大
乗
同
性
教
』
を
引
用

、

し
な
が
ら
。

穢
土
の
中
の
成
仏
は
悉
く
こ
れ
化
身
な
り

浄
土
の
中
の
成
仏
は
悉
く
こ
れ
報
身
な
り

、

、

、

如
来
の
真
法
身
は

色
な
く
形
無
く

見
る
べ
か
ら
ず

生
無
く
滅
無
し

◎
善
導
大
師

三
身

（
法
身
・
報
身
・
化
身
）

法
性
真
如
海
と

報
化
等
の
諸
仏
と

（
法
身
）

（
報
身
）

（
化
身
）

『
観
経
疏
』

※
善
導
大
師
は
道
綽
禅
師
と
同
じ
三
身
説
を
説
く
が
、
そ

の
中
で
も
特
徴
的
な
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
報
身
を
殊
更
に

主
張
し
た
点
で
あ
ろ
う
。

◆
中
国
浄
土
教
の
祖
師
た
ち
の
仏
身
観
、
共
通
理
解
に
つ

い
て

二
種
法
身

三
身
と
違
い
は
あ
る
が

い
ず
れ
も
法
身

真

、

、

（

如
身
）
と
報
身(

人
格
仏)

を
認
め
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
共

通
点
が
あ
る
。

◎
法
然
上
人

二
身

（
真
身
・
化
身
）

真
身
と
は
、
こ
れ
真
実
の
身
な
り
。
い
わ
く
弥
陀
因
位
の

と
き
、
世
自
在
王
仏
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
六
八
の
願
を

発
し
た
ま
ふ
の
後
、
兆
載
永
劫
の
間
、
布
施
・
自
戒
・
忍

辱
・
精
進
等
の
六
度
万
行
を
修
め
、
得
た
ま
ふ
と
こ
ろ
の

修
因
感
報
の
身
な
り

（
中
略
）

。

仏
の
身
色
は
夜
摩
天
の
閻
浮
檀
金
の
ご
と
く
な
り
、
身
量

は
六
十
万
億
那
由
多
恒
河
沙
由
旬
な
り

『
逆
修
説
法
』

。

化
身
と
は
、
し
か
る
に
機
に
随
い
時
に
応
じ
、
そ
の
身

を
化
現
す
る
こ
と
、
大
小
不
同
な
り
。

（
中
略
）

い
わ
く
三
十
六
万
億
化
仏
、
各
々
真
仏
と
倶
に
十
方

。『

』

世
界
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
た
ま
ふ
な
り

逆
修
説
法

※
法
然
上
人
に
と
っ
て
最
高
、
最
上
の
仏
は
、
私
た
ち
と

、

。

人
格
的
に
呼
応
す
る

色
も
形
も
あ
る
阿
弥
陀
仏
で
あ
る

☆

其
の
二

「
親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
」

◎
親
鸞
聖
人

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



六
〇

六
〇

六
〇
頁

法
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
『
一
念
多
念
文
意
』

十
方
微
塵
世
界
の

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は
し

摂
取
し
て
捨
て
ざ
れ
ば

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る

『
和
讃
』

※
親
鸞
聖
人
は
法
性
法
身
・
方
便
法
身
両
方
を
優
劣
の
無

い
真
仏
だ
と
考
え
て
い
た
。

◆
親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
の
イ
メ
ー
ジ

曇
鸞
大
師
の
仏
身
観
は
コ
イ
ン
の
表
と
裏
に
例
え
ら
れ

。

、

よ
う

表
に
は
阿
弥
陀
仏
の
お
姿
が
彫
り
こ
ま
れ
て
お
り

裏
面
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い(
真
如)

。
対
し
て
親
鸞

聖
人
の
仏
身
観
の
イ
メ
ー
ジ
は
ボ
ー
ル
に
例
え
ら
れ
よ

う
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
の
ボ
ー
ル
の
中
に
法
性
法
身
と

方
便
法
身
二
つ
の
性
質
が
含
有
さ
れ
て
い
る
。

☆

其
の
三

親
鸞
聖
人
の
仏
土
観

（
無
相
浄
土
・
有
相
浄
土
）

◎
無
相
浄
土
の
表
現

法
性
の
み
や
こ
へ
む
か
へ
ゐ
て
か
へ
ら
し
む
と
な
り
。

『

』

唯
信
鈔
文
意

◎
有
相
浄
土
の
表
現

・
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
一
と
こ
ろ
へ
ま
い
り
あ
ふ
べ
く
候

・
さ
れ
ば
念
仏
往
生
と
ふ
か
く
信
じ
て
、
し
か
も
名
号
を

と
な
へ
ん
ず
る
は
、
う
た
が
ひ
な
き
報
土
の
往
生
に
て
あ

る
べ
く
さ
ふ
ら
ふ
な
り
（
中
略
）
浄
土
に
て
か
な
ら
ず
か

な
ら
ず
ま
ち
ま
い
ら
せ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。『

』

親
鸞
聖
人
書
簡

※
自
ら
の
死
、
ま
た
親
し
い
人
の
死
に
際
し
て
送
っ
た
手

紙
に
こ
そ
、
親
鸞
聖
人
の
本
心
、
仏
身
・
仏
土
観
が
集
約

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

「

繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察
」

『

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

高
田
派
に
は
江
戸
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
毎
年
元

日
に
拝
読
す
る
『
繙
御
書
』
と
呼
ば
れ
る
御
書
が
存
在
す

る
。
こ
れ
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
、
当
時
の
高
田

派
第
十
八
世
法
主
円
遵
上
人
（
一
七
四
八
～
一
八
一
九
）

が
門
末
に
向
け
て
下
附
し
た
御
書
で
、
翌
年
元
旦
に
拝
読

さ
れ
て
以
降
、
毎
年
元
日
の
拝
読
が
恒
例
と
な
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
当
時
円
遵
上
人
は
、
同
じ
頃
高
田
派
学
僧
の

筆
頭
と
し
て
宗
門
の
学
事
を
担
っ
て
い
た
智
慧
光
院
真
淳

（
一
七
三
六
～
一
八
〇
七
）
と
共
に
復
古
運
動
と
称
し
た

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



六
一

六
一

六
一
頁

、

。

活
動
を
行
い

念
仏
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
問
う
て
い
た

そ
ん
な
中
著
さ
れ
た
の
が
『
繙
御
書
』
で
あ
っ
た
。
本
発

表
で
は

『
繙
御
書
』
の
内
容
か
ら
円
遵
上
人
の
執
筆
意

、

図
を
検
討
し
、
今
も
な
お
親
し
ま
れ
て
い
る
『
繙
御
書
』

が
、
著
述
か
ら
二
百
年
以
上
経
っ
た
今
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
る
べ
き
か
を
問
う
た
。

そ
こ
で
ま
ず
は
円
遵
上
人
の
生
涯
に
つ
い
て
概
説
し
、

続
い
て
『
繙
御
書
』
全
体
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

そ
の
内
容
は
大
き
く
は
前
半
と
後
半
に
分
け
ら
れ
る
。
前

半
で
は
ま
ず
、
世
の
無
常
に
つ
い
て
述
べ
、
我
が
身
も
ま

た
無
常
で
あ
っ
て
「
死
」
と
い
う
縁
が
や
が
て
訪
れ
る
こ

と
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
お
く
べ
き
こ
と
を
諭
し
、
衆

生
が
救
わ
れ
て
い
く
道
と
し
て
念
仏
往
生
の
教
え
が
示
さ

れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
後
半
は
、
念
仏
往
生
の
教
え
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
心
持
ち
で
念
仏
生
活
を
送
る
べ
き
で
あ

る
か
が
問
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
具
体
的
に
言
え
ば
、
何

者
を
も
救
わ
ん
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
心
に
も
と
る
よ

う
な
行
い
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
誡
め
る
も

の
で
あ
っ
た
。

本
発
表
で
『
繙
御
書
』
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
こ
の

後
半
部
分
に
見
ら
れ
る

梵
網
経

の
引
用
に
あ
る

梵

『

』

。『

網
経
』
は
真
淳
も
自
身
の
著
述
の
中
で
再
三
引
用
し
て
お

、

。

り

復
古
運
動
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る

そ
こ
で
特
に
『
梵
網
経
』
の
引
用
箇
所
に
焦
点
を
当
て
て

さ
ら
に
検
討
を
深
め
た
結
果
、
次
の
二
点
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

『

』

、

①
円
遵
上
人
が

梵
網
経

を
依
用
し
た
意
図
に
は

『
梵
網
経
』
に
示
さ
れ
る
儒
教
思
想
の
導
入
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
教
思
想
を
貫
く
道
徳
の

側
面
を
『
梵
網
経
』
の
中
に
見
出
し
、
念
仏
者
の

慎
み
あ
る
生
活
の
規
範
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
『
梵
網
経
』
は
近
代
以
降
の
研
究
に
よ
り
中
国
で

成
立
し
た
偽
経
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
定
説
と

な
っ
て
お
り
、
今
日
で
は
中
国
成
立
な
ら
で
は
の

仏
教
と
儒
教
の
融
合
し
た
思
想
が
垣
間
見
ら
れ
る

書
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
円
遵
上
人

の
時
代
に
は
ま
だ
イ
ン
ド
成
立
の
も
の
を
鳩
摩
羅

什
が
翻
訳
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

を
考
慮
す
る
と
、
円
遵
上
人
は
は
じ
め
か
ら
儒
教

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



六
二

六
二

六
二
頁

思
想
が
記
さ
れ
た
経
典
と
理
解
し
て
『
梵
網
経
』

を
引
用
し
た
の
で
は
な
く
、
中
国
の
儒
教
思
想
と

『

』

類
似
し
た
精
神
が
見
ら
れ
る
と
考
え
て

梵
網
経

を
引
用
し
、
そ
の
中
に
説
か
れ
る
「
孝
順
」
を
心

が
け
て
い
れ
ば
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
持
戒
を
意
味

し
、
身
を
慎
む
こ
と
と
な
っ
て
、
ま
さ
に
儒
教
思

想
の
「
五
常
の
道
」
に
通
ず
る
と
捉
え
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

改
め
て
慎
み
あ
る
念
仏
生
活
を
送
る
と
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
、
こ
の
こ
と
を
自
身
に
問
い
な
が
ら
拝
読
す
べ
き
御

書
で
は
な
い
か
と
の
発
表
者
の
見
解
を
述
べ
て
、
本
発
表

の
結
び
と
し
た
。

「
わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り
」

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

（
讃
題
）

「
平
等
心
ヲ
ウ
ル
ト
キ
ヲ

一
子
地
ト
ナ
ヅ
ケ
タ
リ

一
子
地
ハ
佛
性
ナ
リ

安
養
ニ
イ
タ
リ
テ
サ
ト
ル
ベ
シ
」

浄
土
和
讃
（
諸
経
意

・
六
首

）

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

よ
う
こ
そ
の
ご
参
集
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
・
六
組
・
法
性
寺
・
真
置
信
海
と
申
し
ま
す
。

今
日
は
尊
い
ご
縁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「
布
教
法
話
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
日
は

日
頃
・
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
ケ
ア
ー
ホ
ー
ム
で

の
活
動
の
一
部
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
さ
ん
方
も
倶
に
ホ
ー
ム
で
の
ひ
と
と
き
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
有
り
難
い
で
す
。

ホ
ー
ム
で
は
、
絵
本
や
紙
芝
居
を
使
っ
て
の
法
話
が
多
く

今
日
は
紙
芝
居
を
使
っ
て
の
法
話
で
す
が
、
時
間
の
都
合

で
前
後
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

今
日
も
始
め
に

「
ほ
と
け
の
こ
ど
も
」
を
歌
い
ま
し
よ

、

う
。①

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

う
れ
し
い
と
き
も

か
な
し
い
と
き
も

み
お
や
の
そ
で
に

す
が
り
な
ん

②

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

お
さ
な
い
と
き
も

お
い
た
る
と
き
も
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五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ
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み
お
や
に
か
わ
ら
ず

つ
か
え
な
ん

私
た
ち
は
今
・
ほ
と
け
の
こ
ど
も
と
し
て
生
ま
れ
・
ほ

と
け
の
こ
ど
も
と
し
て
今
・
お
育
て
真
っ
最
中
で
ご
ざ
い

ま
す
。
や
が
て
は
ほ
と
け
の
こ
ど
も
と
し
て
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
国
に
ま
た
・
生
ま
れ
ま
す
。

今
日
は
皆
さ
ん
が
よ
く
ご
存
知
の
朝
の
お
勤
め
の
・

「
お
正
信
偈
さ
ん
」
の
最
初
の
部
分
（
依
経
段
）
か
ら
、

倶
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
も
の
が
た
り
」
を
い
た
だ
い
て

み
ま
し
よ
う
。

「
帰
命
無
量
寿
如
来
・
南
無
不
可
思
議
光
」

は
て
し
な
い
過
去
か
ら
わ
た
し
を
つ
つ
む
「
い
の
ち

・
」

は
て
し
な
い
未
来
ま
で
わ
た
し
を
照
ら
す
光
。

「
法
蔵
菩
薩
因
位
時
・
在
世
自
在
王
佛
所
」

遠
い
と
お
い
、
昔
。
遠
い
と
お
い
、
さ
と
り
の
世
界
に
ひ

と
り
の
王
子
さ
ま
が
お
り
ま
し
た
。
世
自
在
王
佛
と
お
っ

し
ゃ
る
佛
さ
ま
の
教
え
を
深
く
よ
ろ
こ
び
・
位
を
捨
て

て
、
修
行
者
と
な
り
ま
し
た
。
彼
は
名
前
を
、
法
蔵
菩
薩

と
い
い
ま
し
た
。

「
覩
見
諸
佛
浄
土
因
・
国
土
人
天
之
善
悪
」

あ
る
時
、
世
自
在
王
佛
は
さ
と
り
の
世
界
、
佛
さ
ま
た
ち

の
世
界
に
つ
い
て
詳
し
く
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
は
佛
さ

ま
た
ち
の
願
い
で
つ
く
ら
れ
た
世
界
。
言
葉
や
、
考
え
を

超
え
て
輝
い
て
い
る
世
界
な
の
で
す
。
師
の
導
き
で
法
蔵

菩
薩
は
そ
の
す
べ
て
を
感
じ
て
い
き
ま
し
た
。

「
建
立
無
上
殊
勝
願
・
超
発
稀
有
大
弘
誓
」

法
蔵
菩
薩
は
い
い
ま
し
た
。
さ
と
り
の
世
界
は
す
ば
ら
し

い
。
苦
し
み
が
か
け
ら
も
な
く
・
よ
ろ
こ
び
に
満
ち
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
何
度
生
ま
れ
か
わ
っ
て
も
、

苦
し
み
の
中
を
流
転
し
続
け
る
悲
し
い
「
い
の
ち
が
」
あ

る
の
で
は
、
と
。
師
よ
ど
ん
な
い
の
ち
も
決
し
て
漏
ら
さ

ず
救
う
こ
と
が
で
き
る
そ
ん
な
佛
に
な
り
た
い
の
で
す
。

「
五
劫
思
惟
之
摂
受
」

五
劫
と
い
う
長
い
時
間
を
か
け
法
蔵
菩
薩
は
救
い
の
法
を

求
め
て
考
え
抜
き
ま
し
た
。
あ
の
「
い
の
ち
は
」
苦
し
み

か
ら
離
れ
る
す
べ
を
も
た
な
い
。
功
徳
を
つ
め
ず
に
、
真

実
に
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
い
っ
た
い
、
ど
の
よ

う
な
方
法
な
ら
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
よ
し
そ

れ
な
ら
ば
、
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催
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、
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・
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に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
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た
。

午
前
十
時
よ
り
開
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。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
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た
だ

き
、
そ
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和
徳
総
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の
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の
後
、
午
前
中
に

次
の
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の
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々
が
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れ
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れ
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の
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間
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発

表
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、
午
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が
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わ
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た
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、
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仏
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仏
土
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。

、
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仏
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仏
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れ
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仏
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仏
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付
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仏
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仏
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も
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一

「
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」

親
鸞
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人
の
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観
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う
え
で
、
親
鸞
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人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
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与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
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に
二
種
の
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す
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「
重
誓
名
声
聞
十
方
」

。

「

」

法
蔵
菩
薩
は
さ
ら
に
誓
い
ま
し
た

す
べ
て
の

い
の
ち

を
救
う
た
め
に
わ
た
し
は
修
行
を
成
し
と
げ
ま
し
ょ
う
。

ど
ん
な
困
難
も
乗
り
越
え
て
輝
け
る
佛
と
な
り
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
私
が
佛
に
な
る
と
き
、
積
み
上
げ
た
、
す

べ
て
の
力
は
わ
た
し
の
名
に
満
た
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
名
は
、
世
界
の
隅
々
に
ま
で
響
き
わ
た
り
、
聞
く
も
の

す
べ
て
に
こ
の
上
な
い
力
を
も
た
ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

法
蔵
菩
薩
の
修
行
は
は
て
し
な
く
続
き
ま
し
た

「
あ
の

。

い
の
ち
を
救
う
た
め
」
ど
ん
な
苦
難
に
身
を
沈
め
て
も
悔

い
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
は
つ
い
に
す
べ
て
を
成
し
と
げ
た
の

。

、

「

」

で
す

ま
さ
に
そ
の
時

あ
ま
ね
く
世
界
に
む
け
て

光

が
放
た
れ
ま
し
た
。

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
・
南
無
不
可
思
議
光
如
来
」

・
・
な
り
と
。

「
普
放
無
量
無
辺
光
・
無
碍
無
対
光
炎
王
・
清
浄
歓
喜
智

慧
光
」

「
不
断
難
思
無
称
光
・
超
日
月
光
照
塵
刹
」

は
か
り
知
れ
ず
・
ど
こ
ま
で
も
と
ど
き
・
す
べ
て
を
つ
ら

ぬ
く
光
。
く
ら
べ
よ
う
も
な
く
・
炎
の
王
さ
ま
の
よ
う
で

あ
り
・
き
よ
ら
か
で
あ
り
・
よ
ろ
こ
び
に
つ
つ
ま
れ
・
真

実
で
あ
り
・
絶
え
る
こ
と
の
な
い
光
。
考
え
を
超
え
・
言

葉
で
つ
く
せ
ず
・
太
陽
や
月
よ
り
も
輝
く
。

「
一
切
群
生
蒙
光
照
」

そ
の
光
に
、
い
の
ち
あ
る
も
の
す
べ
て
が
、
つ
つ
ま
れ
て

い
き
ま
し
た
。

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
・
南
無
不
可
思
議
光
如
来
」

・
・
な
り
と
。

「
本
願
名
号
正
定
業
・
至
心
信
楽
願
為
因
」

「
成
等
覚
証
大
涅
槃
・
必
至
滅
度
願
成
就
」

誓
い
の
と
お
り
に
修
行
を
完
成
し
た
法
蔵
菩
薩
は
「
ナ
モ

」

。

ア
ミ
ダ
ブ
ツ

と
い
う
光
の
佛
さ
ま
に
な
っ
た
の
で
し
た

そ
の
名
を
聞
く
も
の
は
、
必
ず
さ
と
り
の
世
界
へ
と
生
ま

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
と
き
は
流
れ
、

「
如
来
所
以
興
出
世
・
唯
説
弥
陀
本
願
海
」

今
か
ら
二
千
五
百
年
ほ
ど
昔
、
私
た
ち
の
こ
の
世
界
に
お

釈
迦
さ
ま
が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
の
世
界
に
光
を
届
け
る

た
め
に
。
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催
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お
言
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を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
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和
徳
総
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の
ご
挨
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の
後
、
午
前
中
に
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の
三
名
の
方
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が
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れ
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分
の
持
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で
発
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を
さ
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、
午
後
に
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の
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が
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わ
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、
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親
鸞
聖
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る
仏
身
・
仏
土
観
に
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て
考
察
し

。

、

、

た
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仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
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分
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も
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と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
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帯
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る
の

で
、
主
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仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ
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六
五
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五
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「
五
濁
悪
時
群
生
海
・
応
信
如
来
如
実
言
」

私
た
ち
が
生
き
る
世
界
・
こ
の
世
界
で
は
時
間
も
「
い
の

ち
」
も
濁
り
・
悲
し
み
が
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
数
お
お
く
の
救
い
を

お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
お
釈
迦
さ
ま
は
知
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。

「
能
発
一
念
喜
愛
心
・
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」

ど
う
し
て
も
煩
悩
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
悲
し
い
い

の
ち
が
こ
こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
・
・
。

そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
は
、
お
説
き
に
な
っ
た
の
で
す
。

「
こ
の
名
に
は
す
べ
て
の
功
徳
が
満
ち
足
り
て
い
ま
す
。

〈
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
〉
こ
の
名
を
聞
く
も
の
は
悩
み
や
煩

い
を
な
く
せ
ず
と
も
悟
り
の
い
の
ち
へ
と
導
か
れ
る
の
で

す

・
・
と
。

」
「
凡
聖
逆
謗
斉
回
入
・
如
衆
水
海
一
味
」

〈
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
〉
こ
の
名
に
は
海
の
よ
う
に
大
き
な

。

、

、

ハ
タ
ラ
キ
が
あ
る
の
で
す

凡
人
で
あ
れ

聖
者
で
あ
れ

た
と
え
、
深
い
罪
を
か
か
え
る
者
で
あ
れ
等
し
く
抱
き
と

り
、
導
か
れ
る
の
で
す
。
ど
ん
な
川
の
水
も
大
海
に
そ
そ

が
れ
、
や
が
て
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
に
・
・
。

「
摂
取
心
光
常
照
護
・
己
能
雖
破
無
明
闇

「
貪
愛
瞋
憎

」

之
雲
霧
・
常
覆
真
実
信
心
天
」

〈
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
〉
こ
の
名
は
、
久
遠
の
闇
を
ひ
ら
く

光
。
こ
こ
ろ
の
闇
を
照
ら
し
い
つ
も
護
っ
て
く
だ
さ
る
の

で
す
。
欲
や
怒
り
が
、
こ
こ
ろ
か
ら
消
え
ず
、
真
実
を
覆

い
隠
し
た
と
し
て
も
救
い
と
な
っ
た
光
は
決
し
て
さ
ま
た

げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
雲
や
霧
に
邪
魔
さ
れ
て
太
陽
が
み
え
な

く
と
も
決
し
て
地
上
に
闇
な
ど
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。

「
譬
如
日
光
覆
雲
霧
・
雲
霧
之
下
明
無
闇

「
獲
信
見
敬

」

大
慶
喜
・
即
横
超
截
五
悪
趣
」

ど
ん
な
に
濁
っ
た
川
の
水
も
海
は
、
抱
い
て
く
れ
る
よ
う

に
。
ど
ん
な
に
厚
い
雲
が
覆
っ
て
も
光
は
、
照
ら
し
て
く

れ
る
よ
う
に
・
・
。
す
べ
て
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
こ
こ

ろ
。
そ
の
こ
こ
ろ
に
出
遇
え
た
と
き
、
苦
し
み
の
連
鎖
を

超
え
て
い
け
る
の
で
す
・
・
と
。

「
一
切
善
悪
凡
夫
人
・
聞
信
如
来
弘
誓
願
」

善
人
で
あ
れ
、
悪
人
で
あ
れ
、
ど
ん
な
人
も
分
け
隔
て
な

く
、
等
し
く
、
こ
の
名
の
は
て
し
な
く
大
き
な
誓
い
を
聞

き
ひ
ら
く
の
で
す
・
・
と
。

「
佛
言
広
大
勝
解
者
・
是
人
名
分
陀
利
華
」

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ
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六
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そ
う
し
て
、
も
し
法
蔵
菩
薩
の
誓
い
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
何
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
。

「

」

お
釈
迦
さ
ま
は

真
っ
白
い
蓮
の
よ
う
に
尊
い
人
で
す
ね

と
、
ほ
ほ
え
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
弥
陀
佛
本
願
念
佛
・
邪
見
驕
慢
悪
衆
生

「
信
楽
受
持

」

甚
以
難
・
難
中
之
難
無
過
斯
」

〈
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
〉
ど
う
か
、
こ
の
名
を
称
え
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
ま
ま
の
今
の
ま
ま
の
自
分
が
よ
ろ
こ
び
の
心

に
出
遇
う
。
そ
れ
は
、
本
来
何
よ
り
も
難
し
く
、
そ
し
て

何
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

「
印
度
西
天
之
論
家
・
中
夏
日
域
之
高
僧

「
顕
大
聖
興

」

世
正
意
・
明
如
来
本
誓
応
機
」

や
が
て
イ
ン
ド
・
中
国
・
そ
し
て
日
本
に
七
人
の
尊
い
お

坊
さ
ま
た
ち
が
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
お
釈

迦
さ
ま
の
教
え
を
解
き
明
か
さ
れ

「
悲
し
み
に
沈
む

、

〈
私
〉
を
救
う
た
め
に
お
釈
迦
さ
ま
は
生
ま
れ
、
法
蔵
菩

薩
の
誓
い
の
名
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
」
と
、
書

物
を
と
お
し
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

〈
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
〉
こ
の
名
に
は
さ
と
り
の
世
界
か
ら

あ
な
た
へ
と
届
く
果
て
し
な
く
な
が
～
い
「
い
の
ち
」
の

も
の
が
た
り
が
あ
る
の
で
す
・
・
と
。

果
て
し
な
い
過
去
か
ら
私
を
つ
つ
む
「
い
の
ち

」
は
て

。

し
な
い
未
来
ま
で
私
を
照
ら
す
光
。
私
は
出
遇
う
い
の
ち

＆
光
の
限
り
な
い
佛
さ
ま
に
・
・
南
無
阿
弥
陀
仏
。

「
お
正
信
偈
さ
ん
」
か
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
も
の
が
た

り
」
を
お
聞
き
し
て
い
か
が
で
し
た
か
・
・
。

果
て
し
な
い
過
去
か
ら
・
わ
た
し
を
包
ん
で
く
だ
さ
る

「
い
の
ち

」
。

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
（
向
か
っ
て
右
側
の
お
軸
）

果
て
し
な
い
未
来
ま
で
・
わ
た
し
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る

光
。

南
無
不
可
思
議
光
如
来
（
向
か
っ
て
左
の
お
軸
）

私
が

「
佛
さ
ま
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
ん
や
な
あ
」
と

、

い
う
・
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
の
点
滴
を
倶
に
沢
山
打
っ
て
も

ら
い
ま
し
た
ね
。

よ
う
こ
そ
の
ご
参
集
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

行
く
足
も
・
聞
く
耳
も
・
称
う
る
口
も
・
合
わ
す
手
も
・

こ
れ
ぜ
ー
ん
ぶ
弥
陀
廻
向
の
不
思
議
な
り
。

こ
れ
す
べ
て
あ
み
だ
さ
ま
か
ら
の
お
手
回
し
で
ご
ざ
い
ま

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



六
七

六
七

六
七
頁

し
た
。

倶
に
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
に
つ
か
ま
り
・
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ

の
喚
び
声
に
フ
ッ
ト
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
本
日
の
尊

い
ご
縁
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ホ
ー
ム
の
お
年
寄
り
の
方
の
お
一
人
・
お
ひ
と
り
の
口
か

ら
「
お
正
信
偈
さ
ん
」
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
の
を
耳
に
し
た

と
き
・
私
か
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
お
一
人
・
お

ひ
と
り
の
口
を
通
し
て
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
に
語
っ
て
く
だ

さ
っ
て
お
る
ん
だ
な
あ
と
・
・
と
思
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。
ま
た
、
今
日
も
お
一
人
・
お
ひ
と
り
が
私
の
善
知
識

と
な
っ
て
私
を
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
お
る
ん
だ
な
あ
・
・

と
い
た
だ
き
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

合
掌

な
お
、
午
前
中
に
発
表
さ
れ
た
栗
原
妙
直
氏
は
、
六
月

七
日
（
金
）
に
大
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
た
真
宗
連
合
学
会

第
六
十
六
回
大
会
に
て
同
発
表
題
目
で
発
表
さ
れ
た
。
そ

の
大
会
で
の
発
表
持
ち
時
間
は
二
十
分
で
、
そ
れ
に
質
疑

応
答
を
含
め
て
二
十
五
分
で
あ
っ
た
。

（
以
上
、
松
山
智
道
記
）

本
寺
専
修
寺

北
海
道
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

成
願
寺

浄
泉
寺

明
覚
寺

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

誓
教
寺

浄
泉
寺

三
重
第
二
組
乙
部

法
流
寺

願
正
寺

豊
久
寺

円
遵
上
人

年
忌
法
会
懇
志

堯
熙
上
人

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



六
八

六
八

六
八
頁

三
重
第
三
組

光
澤
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

勝
鬘
寺

三
重
第
五
組

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

圓
福
寺

本
楽
寺

唯
称
寺

善
導
寺

金
剛
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

大
誓
寺

常
蓮
寺

三
重
第
六
組
西
部

萬
徳
寺

西
方
寺

信
行
寺

義
明
寺

(

中
川)

三
重
第
八
組

明
通
寺

本
照
寺

三
重
第
十
組

常
照
寺

信
蓮
寺

因
誓
寺

寳
田
寺

三
重
第
十
一
組
東
部

浄
泉
寺

西
光
寺

柳
含
寺

満
昌
寺

(

大
仰)

三
重
第
十
一
組
西
部

浄
福
寺

福
專
寺

延
命
寺

三
重
第
十
二
組
東
部

佛
照
寺

安
楽
寺

松
仙
寺

三
重
第
十
三
組

澄
源
寺

成
覚
寺

三
重
第
十
四
組

宝
林
寺

正
法
寺

蓮
光
寺

西
蓮
寺

伝
福
寺

三
重
第
十
五
組

誓
信
寺

誓
昌
院

法
善
寺

西
徳
寺

三
重
第
十
六
組
南
部

青
蓮
寺

三
重
第
十
六
組
北
部

保
智
院

海
善
寺

光
善
寺

三
重
第
十
七
組
北
部

玉
泉
寺

西
岸
寺

三
重
第
十
七
組
南
部

唯
願
寺

願
正
寺

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



六
九

六
九

六
九
頁

三
重
第
十
八
組

聖
洞
寺

中
山
寺

三
重
第
十
九
組
乙
部

願
行
寺

三
重
第
二
十
組

欣
淨
寺

誓
覚
寺

三
重
第
二
十
一
組
東
部

信
福
寺

真
永
寺

養
元
寺

三
重
第
二
十
二
組
東
部

西
運
寺

三
重
第
二
十
三
組

宗
休
寺

三
重
第
二
十
五
組
南
部

最
勝
寺

信
光
寺

正
法
寺

満
流
寺

三
重
第
二
十
六
組

本
覚
寺

正
圓
寺

眞
臺
寺

光
明
寺

海
念
寺

三
重
第
二
十
七
組

妙
華
寺

三
重
第
二
十
八
組

光
明
寺

愛
知
第
三
組

万
福
寺

眞
福
寺

愛
知
第
五
組

東
照
寺

愛
知
第
七
組

西
藏
寺

愛
知
第
九
組

貞
印
寺

神
奈
川

常
専
寺

東
京壽

林
寺

唯
念
寺

願
信
寺

善
徳
寺

大
阪一

乗
寺

福
井
第
二
組

仙
福
寺

大
願
寺

稱
名
寺

寳
幢
寺

(

黒
目)

法
光
寺

稱
名
寺

真
浄
寺

(

折
立)

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
〇

七
〇

七
〇
頁

北
海
道

浄
暁
寺

高
山
寺

専
覚
寺

専
誠
寺

眞
宗
寺

弘
専
寺

真
高
寺

聖
賢
寺

願
誠
寺

常
磐
井

和
子

水
戸
守

勉

開
明
社

高
田
学
苑

報
告

褒
賞
授
与
式

去
る
親
鸞
聖
人
降
誕
会
の
五
月
二
十
一
日
、
午
前
十
時

よ
り
御
影
堂
に
て
法
主
殿
、
前
法
主
殿
ご
臨
席
を
賜
り
褒

賞
授
与
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
度
、
褒
賞
を
受
賞

さ
れ
ま
し
た
皆
様
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

法
主
殿
よ
り
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
宗
務
総
長
が
本
山

。

、

褒
賞
並
び
祖
師
寿
賞
の
出
席
者
を
表
彰
し
ま
し
た

本
年

檀
信
徒
で
祖
師
寿
賞
を
受
賞
さ
れ
た
方
々
は
総
勢
二
百
名

で
、
当
日
、
二
十
二
名
の
方
が
元
気
に
出
席
い
た
だ
き
ま

し
た
。

今
後
と
も
受
賞
さ
れ
ま
し
た
皆
様
の
益
々
の
ご
活
躍
を
念

じ
て
お
り
ま
す
。

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
一

七
一

七
一
頁

教
学
院
だ
よ
り

平
成
三
十
年
活
動
報
告

教
学
院
が
年
間
を
通
じ
て
取
り
組
ん
で
い
る
活
動
に
つ

い
て
報
告
致
し
ま
す
。
ま
ず
、
毎
年
十
月
末
日
に
は
、
教

学
院
研
究
発
表
大
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
で
二
十

三
回
目
と
な
る
研
究
発
表
大
会
は
十
月
三
十
一
日(

水)

に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
発
表
題
目
と
発
表
者
は
次
の
通
り
で

す
。

一
、

『
真
慧
御
書
の
一
考
察
』

第
一
部
会

島

義
恵

二
、

現
実
逃
避

―
（
私
は
）
何
か
ら
逃
げ
て
ど
こ
へ
行
く

―

第
二
部
会

伊
藤

真
実

三
、

念
仏
成
仏
是
真
宗

―

親
鸞
聖
人
の
歩
ま
れ
た
お
念
仏
の
道
を

生
き
る
と
言
う
こ
と

―

第
三
部
会

田
中

唯
聴

四
、

静
遍
『
続
選
択
文
義
要
抄
』
に
つ
い
て

第
四
部
会

新

光
晴

午
後
か
ら
は
、
平
成
三
十
年
度

三
重
県
文
化
財
保
護

活
動
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
る
「
三
重
県
地
域
文
化
財

総
合
活
性
化
事
業
」
と
し
て
行
う
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
講
演
会
は
歴
史
的
文
化
財
の
修
復
保
存
活
動

の
現
状
を
紹
介
し
、
文
化
財
保
護
の
啓
発
と
保
存
意
識
の

高
揚
に
役
立
て
る
も
の
で
す
。
講
師
は
宝
物
館
、
主
幹
の

新
光
晴
氏
に
「
関
東
時
代
の
親
鸞
聖
人
」
と
題
し
て
、
講

演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

今
回
の
発
表
に
つ
い
て
は

教

。

『

』

。

学
院
紀
要

に
内
容
を
ま
と
め
た
文
を
掲
載
い
た
し
ま
す

ま
た
、
教
学
院
の
発
行
す
る
「
教
学
院
報
」
は
年
四
回
の

発
行
予
定
で
す
。

教
学
院
の
各
部
会
の
活
動
は
次
の
通
り
で
す
。

第
一
部
会

令
和
元
年
度
、
真
宗
教
団
連
合
作
成
の
法
語
カ
レ
ン

ダ
ー
の
法
語
を
研
究
員
が
解
説
し
た
『
月
々
の
法
語
』
の

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
二

七
二

七
二
頁

編
集
と
出
版
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
ニ
十
三
年
よ

り
は
じ
ま
り
ま
し
た
「
真
宗
入
門
講
座
」
を
今
年
度
も
開

催
致
し
ま
す
。
第
一
回
講
座
は
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十

八
日
に
第
一
回
講
座
を
開
講
し
ま
し
た
。

第
二
部
会

毎
年
、
夏
に
開
催
し
て
い
る
「
現
代
と
仏
法
を
考
え
る

集
い
」
は
今
年
、
二
十
二
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
は

八
月
二
十
七
日
に
三
年
続
け
て
と
な
る
「
寺
院
崩
壊
？
」

を
テ
ー
マ
に
し
て
講
師
を
招
い
て
討
議
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
全
末
寺
の
布
教
活
動
に
資
す
る
た
め
掲
示
伝
道
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

第
三
部
会

毎
年
、
開
催
し
て
お
り
ま
す
「
布
教
伝
道
講
座
」
を

開
講
い
た
し
ま
し
た
。
年
四
回
の
予
定
で
開
催
し
て
お
り

ま
す
。
最
初
の
二
回
の
講
座
は
講
師
を
招
い
て
聖
典
や
住

職
道
に
つ
い
て
講
義
を
行
い
ま
し
た
。
後
半
の
二
回
の
講

座
で
、
毎
回
二
名
の
実
演
者
に
よ
る
法
話
を
も
と
に
相
互

研
修
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和
元
年
の
五
月
十
三
日

（
月
）
に
「
布
教
伝
道
大
会
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
宗
務
院
発
行
の
「
本
山
だ
よ
り
」
に
研
究
員
が
執

筆
し
た
「
釈
尊
シ
リ
ー
ズ
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

第
四
部
会

宝
物
館
で
の
「
特
別
展
観
」
を
お
七
夜
期
間
中
と
夏

の
「
文
化
講
座
」
期
間
中
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
新
指
定
重
要
文
化
財
講
座
」
を
毎
月
第
四
木
曜
日
に
開

催
し
て
い
ま
す
。
講
師
は
新
光
晴
研
究
員
が
担
当
し
て
い

ま
す
。
今
年
度
は
『
高
田
聖
典
索
引
』
を
発
行
い
た
し
ま

し
た
。

第
五
部
会

図
書
や
資
料
の
購
入
と
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
教

学
院
図
書
館
の
管
理
の
蔵
書
数
は
現
在
六
千
九
百
冊
程
度

あ
り
、
利
便
性
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
三

七
三

七
三
頁

令
和
元
年
度

佛
教
文
化
講
座

【
第
一
日
】
八
月
一
日
（
木
）

法
主
殿
御
親
講

【
第
二
日
】
八
月
二
日
（
金
）

講

師
：
花
園
大
学
教
授

佐
々
木

閑

先
生

講

題
：
現
代
社
会
で
生
き
る
た
め
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え

【
第
三
日
】
八
月
三
日
（
土
）

講

師
：
大
谷
大
学
教
授

井
上

尚
実

先
生

講

題
：
親
鸞
聖
人
晩
年
の
思
想

【
第
四
日
】
八
月
四
日
（
日
）

講

師
：
京
都
大
学
名
誉
教
授

藤
田

正
勝

先
生

講

題
：
西
田
幾
多
郎
の
「
宗
教
」
に
つ
い
て
の
理
解

【
第
五
日
】
八
月
五
日
（
月
）

講

師
：
高
田
高
等
学
校
教
諭
・
高
田
短
期
大
学

仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

藤
田

正
知

先
生

講

題
：
仏
教
と
真
宗
の
教
え

－
仏
教
教
育
の
実
践
と
課
題
に
つ
い
て
－

二
〇
一
九
年

教
師
検
定
講
習
Ⅰ
受
講
要
項

教
師
資
格
を
取
得
す
る
に
は
原
則
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
及

び
講
習
Ⅱ
の
全
日
程
へ
の
出
席
が
審
査
の
前
提
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

た
だ
し
、
真
宗
高
田
派
宗
制
第
二
百
十
三
条
に
該
当
す

る
者
（
真
宗
学
、
真
宗
史
、
仏
教
学
、
仏
教
史
の
学
力
を

有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
者
）
は
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
が
免
除

と
な
り
ま
す
。

一
、
講
習
期
間

八
月
十
九
日
（
月
）

～
二
十
三
日
（
金
）

五
日
間

二
、
会

場

高
田
短
期
大
学

三
、
提
出
書
類

（

）

①
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
受
講
願

本
山
所
定
の
用
紙

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
四

七
四

七
四
頁

四
、
申
込
み
方
法

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宗
務
院
へ
直
接
お
持
ち

い
た
だ
く
か
、
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
申
し
込

み
下
さ
い
。

五
、
締
切
り

七
月
末
日
（
必
着
）

六
、
講
習
Ⅰ
受
講
料

無
料

七
、
講
習
内
容

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
の
仏
教

基
礎
講
座
（
高
田
本
山
寄
付
講
座
）
に
準
じ
る
。

講
習
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
受
講
申
込
締
切

後
郵
送
に
て
連
絡
い
た
し
ま
す
。

八
、
そ
の
他

・
高
田
短
期
大
学
で
の
科
目
等
履
修
生
制
度
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
科
目
の
単
位
取
得
者
は
講
習
Ⅰ
で
の

試
験
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

・
最
終
日
に
試
験
を
行
い
ま
す
。
試
験
に
合
格
さ
れ

「

」

。

た
方
に
は

単
位
修
得
証
明
書

を
発
行
し
ま
す

こ
の
証
明
書
が
、
教
師
検
定
講
習
Ⅱ
の
受
講
資
格

と
な
り
ま
す
。

・
各
科
目
、
一
回
で
も
欠
席
す
る
と
、
そ
の
科
目
は

不
合
格
と
な
り
ま
す
。
不
合
格
の
場
合
、
翌
年
以

降
、
該
当
科
目
を
再
受
講
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
宿
泊
希
望
の
方
は
、
各
自
で
手
配
し
て
下
さ
い
。

会
場
ま
で
は
、
津
駅
お
よ
び
高
田
本
山
大
駐
車
場

よ
り
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

お
問
合
せ
は
本
山
宗
務
院
教
学
部
ま
で

電

話

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
四
一
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
一
四
一
四

ky
o
-ga

k
u@s

e
nju

j
i.
or
.j
p

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
五

七
五

七
五
頁

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
第
八

（

）

、

回
目
と
な
る
仏
教
基
礎
講
座

高
田
本
山
寄
附
講
座

を

来
る
八
月
に
開
催
い
た
し
ま
す
。
多
く
の
皆
様
の
ご
受
講

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
講
座
は
高
田
本
山
の
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
を
兼

ね
て
お
り
ま
す
。

講
座
の
日
程

・

期

間

八
月
十
九
日
（
月
）

～

二
十
三
日
（
金
）
五
日
間

・

場

所

高
田
短
期
大
学

教
室

・

対

象

寺
族
お
よ
び
一
般

・

受

講

料

無

料

・

テ
キ
ス
ト

実
費
負
担

・

時

間

九
時

～

十
七
時
五
十
分

（
高
田
短
期
大
学
の
授
業
時
間
に
準
じ
る
）

※

最
終
日
は
講
義
と
試
験
に
な
り
ま
す
。

各
講
座
担
当
者
と
内
容

仏
教
学

講

師
：
栗
原

廣
海

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
学
長
）

講
義
内
容
：
釈
尊
の
生
涯
を
概
観
し
、
二
十
九
歳
で
出
家

さ
れ
た
釈
尊
が
何
を
求
め
ら
れ
た
の
か
、
六

年
の
修
行
の
後
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
て
私
た
ち
に

何
を
教
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
か
を
学
ぶ
こ
と

を
通
し
て
、
仏
教
と
は
何
か
、
仏
教
を
学
ぶ

意
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い

ま
す
。

令
和
元
年
度

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

(
)

仏
教
基
礎
講
座

高
田
本
山
寄
附
講
座

実
施
要
項
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五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
六

七
六

七
六
頁

真
宗
学

講

師
：
松
山

智
道

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
長
、

高
田
短
期
大
学
特
任
講
師
）

講
義
内
容
：
親
鸞
聖
人
の
本
願
他
力
の
思
想
に
つ
い
て
学

ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、
聖
人
は
「
智
慧
光

の
力
よ
り
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て
浄
土
真
宗

を
開
き
つ
つ
選
擇
本
願
述
べ
た
ま
ふ
」
と
明

か
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
聖
人
の
思
想
は

七
高
僧
の
教
え
が
背
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
七
高
僧
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
を

併
せ
学
び
な
が
ら

「
真
宗
の
救
い
」
の
内

、

容
を
吟
味
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
史

講

師
：
金
信

昌
樹

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）

講
義
内
容
：
仏
陀
釈
尊
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
仏
教
が
中
国

に
伝
わ
り
歴
史
的
展
開
を
見
せ
ま
し
た
。
そ

の
仏
教
が
朝
鮮
へ
伝
わ
り
、
そ
し
て
朝
鮮
か

ら
日
本
に
伝
わ
り
つ
つ
中
国
で
展
開
し
た
仏

教
が
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
て
歴
史
的
展
開
を

見
せ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お

い
て
ど
の
様
に
仏
教
が
展
開
し
た
の
か
そ
の

歴
史
を
学
び
、
問
題
点
を
考
え
た
い
と
思
い

ま
す
。

真
宗
史

講

師
：
清
水
谷

正
尊

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）

講
義
内
容
：
親
鸞
聖
人
が
、
真
仏
上
人
や
顕
智
上
人
に
直

接
教
え
ら
れ
た
み
教
え
は
、
そ
の
後
高
田
派

の
歴
代
上
人
を
始
め
、
念
仏
を
喜
ば
れ
た
人

々
に
よ
っ
て
連
綿
と
伝
え
ら
れ
、
今
日
の
私

た
ち
に
ま
で
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
念
仏
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五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
七

七
七

七
七
頁

者
た
ち
の
長
い
歴
史
を
具
体
的
に
学
ぶ
こ
と

で
、
私
た
ち
が
み
教
え
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

高
田
の
歴
史
と
法
宝
物

講

師
：
新

光
晴

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
本
山
宝
物
館
主
幹
）

講
義
内
容
：
高
田
専
修
寺
の
法
宝
物
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人

直
筆
の
名
号
本
尊
や
聖
教
と
、
関
東
下
野
の

高
田
門
徒
を
率
い
た
真
仏･

顕
智
両
上
人
の

書
写
本
を
根
幹
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
鎌

倉
時
代
中
・
後
期
に
醸
成
さ
れ
た
原
資
料
を

用
い
て
初
期
真
宗
の
概
要
を
示
す
と
共
に
、

こ
れ
以
後
の
高
田
派
に
お
け
る
真
宗
史
の
展

開
を
同
時
代
の
資
料
に
依
っ
て
解
説
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

申
し
込
み
方
法

教
師
検
定
講
習
Ⅰ
と
し
て
受
講
さ
れ
る
方

本
山
指
定
の
受
講
要
項
に
準
じ
て
下
さ
い
。

一
般
受
講
の
方
（
既
に
教
師
資
格
を
お
持
ち
の
方
）

科
目
を
選
択
し
て
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
講
科
目
の
三
分
の
二
以
上
を
出
席
い
た
だ
い
た
方

に
は
「
受
講
証
明
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
ま
た
、
受

講
科
目
の
全
て
に
出
席
い
た
だ
き
、
試
験
に
合
格
さ

れ
た
方
に
は
、
該
当
科
目
の
「
単
位
修
得
証
明
書
」

を
発
行
し
ま
す

「
単
位
修
得
証
明
書
」
が
発
行
さ

。

れ
た
科
目
は
、
今
後
、
高
田
派
教
師
検
定
の
審
査
を

受
け
ら
れ
る
場
合
に
、
該
当
科
目
の
試
験
が
免
除
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（

）

（

）

受
付
期
間
：
七
月
一
日

月

～

七
月
二
十
六
日

金

申
込
方
法
：
ハ
ガ
キ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル

（

）、

、

、

、

申
込
内
容
：
氏
名

ふ
り
が
な

性
別

年
齢

住
所

電
話
番
号
、
受
講
科
目
名
（
科
目
を
選
択
し
て
受
講
の
方

の
み
記
入

、
宿
泊
先
の
斡
旋
希
望
、
昼
食
の
希
望

）

（
十
九
日
～
二
十
三
日
）

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



七
八

七
八

七
八
頁

ご
応
募
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
個
人
情
報
保
護
の
た
め
安

全
に
保
管
し
、
本
講
座
以
外
の
目
的
に
は
使
用
い
た
し
ま

せ
ん
。

申

込

先
：
〒5

1
4-
01
15

三
重
県
津
市
一
身
田
豊
野
一
九
五
番
地

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

基
礎
講
座
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
二
三
一
〇
（
代
表
）

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
六
三
一
七

E
-
m
a
i
l

b
-
c
e
n
t
e
r
@
t
a
k
a
d
a
-
j
c
.
a
c
.
j
p

テ
キ
ス
ト
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

本

山

行

事

予

定

（

）

七
月
・
八
月

八
月
一
日
～
五
日

佛
教
文
化
講
座

八
月
十
四
日
～
十
六
日

歓
喜
会

下
付
金
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
五
年
度
分
院
号
下
付
金
、
及
び
納

骨
壇
加
入
下
付
金
を
専
修
寺
正
味
財
産
に
計
上

い
た
し
ま
し
た
。

（
令
和
元
年
五
月
三
十
一
日
付
）

院
号
冥
加
金
、
及
び
納
骨
壇
加
入
冥
加
金
の

下
付
金
は
納
入
さ
れ
た
年
度
か
ら
、
五
ヵ
年
を

経
過
し
た
も
の
は
、
専
修
寺
正
味
財
産
に
計
上

さ
れ
る
た
め
、
交
付
出
来
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

下
さ
い
。

詳
し
く
は
宗
務
院
財
務
課
ま
で
お
尋
ね
下
さ

い
。

宗 門 の お 知 ら せ

五
八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ
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宗 門 の お 知 ら せ

真宗高田派共済会のご案内

● ●全寺院対象の共済制度
真宗高田派共済会運営規程による給付金制度

○災害見舞金制度
・本堂全焼及び全壊 １００万円
・本堂半焼及び半壊 ６０万円
・庫裏全焼及び全壊 ６０万円

※災害を証明する書類等が必要です

○祝金制度
・本堂新築及び改築 ６０万円
・本堂を除く境内建物の新築及び改築 １０万円

※高田派代表役員の新築・改築承認書と工事
契約書の写しが必要です。尚、工事費が壱千万円
以上の場合となります。

○住職死亡の場合
在任期間により給付金が異なります
・住職在任 ４０年以上 ５０万円
・住職在任 ３０年以上４０年未満 ４０万円
・住職在任 ２０年以上３０年未満 ３０万円
・住職在任 １０年以上２０年未満 ２０万円
・住職在任 １０年未満 １０万円

○住職退職の場合
上記死亡の場合を適用します。

給付及び申請のお問い合せは、下記の共済会担当まで
お尋ねください。

〒514-0114
三重県津市一身田町2819番地

真宗高田派宗務院内

真宗高田派共済会
電話 059-232-4171
F A X 059-232-1414 五

八
頁

報
告

興
学
布
教
研
究
大
会

「

」

例
年
の
よ
う
に
本
年
も

高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会

が
、
四
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
・
昭
和
の
日

、
高
田
本

）

山
宗
務
院
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
本
大
会
は
、
高
田

教
学
を
研
究
・
布
教
を
振
興
す
る
目
的
で
、
毎
年
こ
の
日

に
開
催
さ
れ
て
い
る
高
田
派
随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大

会
で
あ
り
、
本
年
も
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
心
な
方
々
が

多
数
出
席
さ
れ
た
。

午
前
十
時
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
真
置
和
徳
総
務
の
ご
挨
拶
の
後
、
午
前
中
に

次
の
三
名
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
持
ち
時
間
で
発

表
を
さ
れ
、
午
後
に
は
そ
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
発

表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
、
ご
報
告

い
た
だ
い
た
。

親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

『
繙
御
書
』
に
関
す
る
一
考
察

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

妙
直

わ
れ
ら
は

ほ
と
け
の
こ
ど
も
な
り

法
性
寺
衆
徒

真
置

信
海

「
親
鸞
聖
人
を
中
心
と
し
た
仏
身
・
仏
土
観
」

澄
泉
寺
住
職

櫻
田

親
紀

〈
序
〉

親
鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
身
・
仏
土
観
に
つ
い
て
考
察
し

。

、

、

た
い

仏
身

仏
土
は
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
の
も
の
と
考
え

ま
た
仏
土
は
仏
身
に
付
随
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
の

で
、
主
に
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
土
も
ま
た
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

〈
本
論
〉

☆

其
の
一

「
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
」

親
鸞
聖
人
の
仏
身
観
を
語
る
う
え
で
、
親
鸞
聖
人
の
思

想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
教
祖
師
達
の
仏
身
観
を

知
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

◎
曇
鸞
大
師

二
種
法
身

（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
）

如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
な
り
、
こ
れ
物
の
為
の
身
な
り
と

知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性

宗 門 の お 知 ら せ



八
四
頁

「
三
重
県
人
権
教
育
基
本
方
針
」
よ
り
抜
粋

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日
印
刷

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日
発
行

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

電
話
（
〇
五
九
）
二
三
二
ー
四
一
七
一

http://www.senjuji.or.jp

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

宗

務

院

発

行

所

振
替
〇
〇
一
五
〇ｰ

〇ｰ

一
五
一
九
四
番

三
重
県
津
市
一
身
田
町
七
六
五
番
地

相

和

印

刷

所

印

刷

所

電
話
〈
〇
五
九
〉
二
三
二
ー
二
〇
七
〇

一
、
国
際
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
を
育
て
よ
う
。

一
、
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
。

一
、
高
齢
者
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う
。

一
、
病
気
・
部
落
な
ど
に
よ
る
差
別
を
な
く
そ
う
。

一
、
障
害
者
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現
し
よ
う
。

人
権
擁
護
啓
発
活
動
重
点
項
目


